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No. 受付日 保健所 年齢性別 血清型別 ベロ毒素 No. 受付日 保健所 年齢性別 血清型別 ベロ毒素
1 6.24 登米 5 女 O26:H11 VT1,2 32 9.19 大崎 15 女 O103：H2 VT1
2 6.24 登米 61 男 O26:H11 VT1,2 33 10.1 栗原 64 男 O119：HUT VT1
3 6.24 登米 60 女 O26:H11 VT1,2 34 10.1 仙南 9 女 O157：H7 VT1,2
4 6.25 登米 36 女 O26:H11 VT1,2 35 10.3 栗原 34 女 O157：H7 VT1,2
5 7.22 登米 3 男 O121：H19 VT2 36 10.7 栗原 1 男 O157：H7 VT1,2
6 7.28 大崎 76 女 O157：HNM VT1,2 37 10.11 栗原 6 男 O26：H11 VT1
7 7.31 塩釜 22 女 O157：Ｈ７ VT2 38 10.11 栗原 3 女 O26：H11 VT1
8 7.31 大崎 7 男 O157：H7 VT1,2 39 10.17 気仙沼 55 女 O91：H12 VT1
9 7.31 大崎 3 女 O157：H7 VT1,2 40 10.22 登米 1 女 O26:HNM VT1,2

10 8.4 登米 4 男 O111：HUT VT1,2 41 10.22 登米 36 男 O26:HNM VT1,2
11 8.6 気仙沼 19 男 O157：H7 VT1,2 42 10.22 登米 61 女 O26:HNM VT1,2
12 8.8 仙南 78 女 O157：H7 VT1,2 43 10.23 栗原 52 女 O26：H11 VT1
13 8.14 栗原 63 男 O103：H2 VT1 44 10.23 登米 2 女 O26:HNM VT1,2
14 8.12 仙南 3 男 O157：H7 VT1,2 45 10.23 登米 2 男 O26:HNM VT1,2
15 8.12 仙南 1 女 O157：H7 VT1,2 46 10.25 登米 27 男 O26:HNM VT1,2
16 8.19 塩釜 36 男 O157：H7 VT1,2 47 10.27 登米 62 男 O26:HNM VT1,2
17 8.26 栗原 53 男 O157：H7 VT1,2 48 10.27 登米 84 女 O26:HNM VT1,2
18 8.27 気仙沼 46 女 O103：H2 VT1 49 10.28 登米 5 男 O26:HNM VT1,2
19 8.28 栗原 19 男 O103：H11 VT1 50 10.30 塩釜 18 女 O157：H7 VT1,2
20 8.31 登米 60 男 O26：H11 VT1 51 10.29 大崎 23 女 O146：HNM VT1
21 9.1 登米 4 男 O121：H19 VT2 52 11.12 登米 30 女 O26：H11 VT1
22 9.1 登米 29 男 O26：H11 VT1 53 11.20 塩釜 51 男 O157：HNM VT1
23 9.8 気仙沼 22 女 O157：H7 VT2 54 11.21 塩釜 65 男 O26：HNM VT1,2
24 9.8 気仙沼 6 男 O26：HNM VT1,2 55 11.27 栗原 2 女 O26：H11 VT1
25 9.10 登米 0 男 O121：H19 VT2 56 12.1 塩釜 0 女 O26：HNM VT1,2
26 9.10 登米 23 男 O121：H19 VT2 57 12.1 塩釜 3 男 O26：HNM VT1,2
27 9.10 登米 4 女 O121：H19 VT2 58 12.5 仙南 77 男 O157：H7 VT1,2
28 9.13 登米 4 女 O121：H19 VT2 59 12.8 塩釜 21 女 O157：H7 VT1,2
29 9.17 登米 4 男 O121：H19 VT2 60 12.18 大崎 22 女 O26：HNM VT1,2
30 9.19 登米 4 女 O121：H19 VT2 61 2.18 登米 22 男 O26：H11 VT1
31 9.19 大崎 51 女 O111：HUT VT1

表１　腸管出血性大腸菌発生状況

 

平成 20年度に宮城県で発生した感染症
Infections Diseases in Miyagi prefecture 2008

Department of Microbiology

　3 類感染症の腸管出血性大腸菌の発生は 42 事例で 310
件（糞便，菌株，食品，ふきとり，水）を検査した。う
ち陽性者は 61 名（表 1）であった。病原体が確定した
36事例の内訳はO157が15事例18名，O26が9事例26名，
O103 が 4 事例各 1 名，O121 が 3 事例 8 名，O111 が 2
事例各 1 名，O91，O119，O146 が各 1 事例 1 名ずつで
あった。2008年度は腸管出血大腸菌の集団感染は2件で，
いずれも登米保健所管内の保育所であった（No. 21 と
No. 25–30，No. 40–42 と No. 44–49）。また，O91，O119，
O121，O146 といった検出される頻度の低い血清型の
腸管出血性大腸菌による感染症の発生が 15 名あった。
O121 は集団発生した 1 事例（6 名）と単発 2 事例（各 1 名）
であったが，パルスフィールドゲル電気泳動法（PFGE）

では一致しなかった。O103 は食品会社等の自主検査に
より分離された事例であったが，当該者は無症状保菌者
であった。これも PFGE では一致せず，各々単発事例
であることを示した。しかし，O26 の事例では 9 月に気
仙沼保健所管内で発生した単発事例（No. 24），10 月に
登米保健所管内保育所で発生した集団事例（No. 25–30）
と 12 月に塩釜保健所管内で発生した単発事例（No. 54
とNo. 56–57）の PFGE の結果高い確率で相関がみられ，
何らかの共通の感染源があることが示唆された。
　細菌性赤痢 2 事例 8 検体を検査した結果，2 名が
S. sonnei 1相であった。患者 1 名は中国から一時帰国中
で，中国国内ですでに感染していた。他の 1 名は原因不
明であった。
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　腸チフス関連で患者の海外旅行ツアー同行者 1 名を検
査したが陰性であった。
　4 類感染症のレジオネラ感染症の関連調査で患者が利
用した温泉水等の検査を 5 事例 26 検体行った。うち，2
事例の温泉水からLegionella pneumophila が検出された
が，患者の分離菌がなく温泉水との関連は不明であった。
　5 類感染症として感染性胃腸炎の 20 事例 112 件の検
査を行った。病原体が検出された 19 事例 66 検体の全て

でノロウイルスが検出された。内訳は GⅡ群が検出され
たのが 16 事例で，その他は GⅠ群が 1 事例，GⅠと GⅡ
群の両方が検出されたのが 2 事例であった。一部の事例
ではサポウイルス，黄色ブドウ球菌も同時に検出された。
　また，県内ではじめてバンコマイシン耐性黄色ブドウ
球菌（VRSA）の報告があり菌株を精査したが，VRSA
ではないことを確認した。
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疾病名 報告数 疾病名 報告数

�類感染症 37 東部ウマ脳炎

1 エボラ出血熱 38 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く）

2 クリミア・コンゴ出血熱 39 ニパウイルス感染症

3 痘そう 40 日本紅斑熱 1

4 南米出血熱 41 日本脳炎

5 ペスト 42 ハンタウイルス肺症候群

6 マールブルグ病 43 Ｂウイルス病

7 ラッサ熱 44 鼻疽

�類感染症 45 ブルセラ症

8 急性灰白髄炎 46 ベネズエラウマ脳炎

9 結核 407 47 ヘンドラウイルス感染症

10 ジフテリア 48 発疹チフス

49 ボツリヌス症（乳児ボツリヌス症を含む）

50 マラリア 1

12 鳥インフルエンザ(Ｈ５Ｎ１） 51 野兎病

�類感染症 52 ライム病

13 コレラ 4 53 リッサウイルス感染症

14 細菌性赤痢 11 54 リフトバレー熱

15 腸管出血性大腸菌感染症 106 55 類鼻疽

16 腸チフス 56 レジオネラ症 28

17 パラチフス 57 レプトスピラ症

�類感染症 58 ロッキー山紅斑熱

18 Ｅ型肝炎 1 �類感染症

19 ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎含む） 59 アメーバ赤痢 10

20 Ａ型肝炎 8 60 ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く） 7

21 エキノコックス症

22 黄熱

23 オウム病 2

24 オムスク出血熱 62 クリプトスポリジウム症 1

25 回帰熱 63 クロイツフェルト・ヤコブ病 2

26 キャサヌル森林病 64 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

27 Ｑ熱 1 65 後天性免疫不全症候群 14

28 狂犬病 66 ジアルジア症

29 コクシジオイデス症 67 髄膜炎菌性髄膜炎

30 サル痘 68 先天性風疹症候群

31 腎症候性出血熱 69 梅毒 8

32 西部ウマ脳炎 70 破傷風 1

33 ダニ媒介脳炎 71 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

34 炭疽 72 バンコマイシン耐性腸球菌感染症

35 つつが虫病 5 73 風しん 5

36 デング熱 1 74 麻しん 22

61
急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒

介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳

炎及びリフトバレー熱を除く）
1

11
重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属

SARSコロナウイルスであるものに限る）

 

宮城県結核・感染症発生動向調査事業
Infectious Diseases and Agents Surveillance in Miyagi Prefecture

Department of Microbiology

1　はじめに
　1994 年 4 月 1 日から施行された感染症法において，
感染症発生動向調査は感染症の発生を予防するために重
要な事業とされ充実が図られている。本調査は，患者の
発生を週単位または月単位で収集し，分析，公開する患
者情報と感染症拡大防止のための病原体情報の機能を有
している。
　患者情報に関する結核・感染症情報センターとしての
業務は，厚生労働省のNESID を用い，全ての医療機関
に報告が義務づけられている一類から五類感染症（74
疾病）及び，県内定点医療機関から毎週報告される定点
報告五類感染症（18 疾病）と県独自に選定した 4疾病，
並びに毎月報告される定点報告五類感染症（7疾病）の

患者発生情報を県内各保健所経由で収集すること。その
情報を毎週並びに毎月集計の上，中央感染症情報セン
ター（国立感染症研究所）へオンラインにより報告する
こと。さらに還元されたデータをもとに県が設置する感
染症対策委員会情報解析部会事務局として解析コメント
を作成し週報，月報としてとりまとめ，保健所，市町村，
県医師会，県地域医療情報センター，教育委員会等へ還
元並びにホームページ上で公開することである。これら
の情報を 2008 年 1 月から 12 月までの集計（2008 年第 1
週から第 52 週）として報告する。また宮城県では 2002
年 4 月より宮城県医師会と県内の医療機関及び保健所の
協力を得て「宮城県結核・感染症発生動向調査事業実施
要綱」に基づき，感染症の病原体検査を開始している。

キーワード：感染症；定点；週報；月報
Key words：infectious diseases；clinic sentinels；weekly report；monthly report
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今回は 2008 年 4 月から 2009 年 3 月までに得られた病原
体の検出状況を報告する。

2　結核・感染症情報センター
　2.1　全数把握感染症報告数
　全ての医療機関に報告が義務づけられている一類か
ら五類感染症（74 疾病）について表 1に示した。なお，
一類から五類感染症の分類は，2008 年 1 月 1 日の感染
症法の改正により麻しん，風しんが定点把握五類感染
症から全数把握五類感染症に変更され，5月 30 日の改
正により，四類感染症の鳥インフルエンザと指定感染
症だったインフルエンザ（H5N1）が鳥インフルエンザ
（H5N1）となって二類感染症に，鳥インフルエンザ（鳥
インフルエンザH5N1 を除く）が四類感染症に変更にな
り，71 疾病から 74 疾病に増加した。一類感染症は報告
がなく，二類感染症は結核が 407 件の届出報告があった。
三類の腸管出血性大腸菌感染症は 106 件で大きな集団感
染がなかったため 2007 年の 251 件に比較して半分以下
に減少した。その他コレラが 4件，細菌性赤痢が 11 件
であった。四類はレジオネラ症 28 件，A型肝炎 8 件，
つつが虫病 5件，オウム病 2件であり，E型肝炎，Q熱，

デング熱，マラリア，日本紅斑熱がそれぞれ 1件報告さ
れた。日本紅斑熱は東北では青森県に次いで 2例目であ
り今後も注意を要する疾病である。五類感染症は 2008
年 1 月から全数把握感染症になった麻しんが 22 件，同
じく風しんが 5件報告された。その他にアメーバ赤痢が
10 件と多く，後天性免疫不全症候群が 14 件，梅毒が 8
件，ウイルス性肝炎（E型・A型を除く）7件，クロイ
ツフェルトヤコブ病 2件，急性脳炎，クリプトスポリジ
ウム症，破傷風がそれぞれ 1件ずつ報告された。海外で
感染した例が三類，四類，五類感染症で多く見られ，ま

表2　麻しん年齢群別届出数

表3　定点把握感染症報告数

疾病名 累積報告数 定点当報告数 累積報告数 定点当報告数

インフルエンザ 621,447 131.89 11,613 120.97

ＲＳウイルス感染症 53,252 17.65 798 13.30

咽頭結膜熱 65,943 21.86 552 9.20

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 278,990 92.47 5,228 87.13

感染性胃腸炎 1,056,747 350.26 22,941 382.35

水痘 224,835 74.52 5,289 88.15

手足口病 145,185 48.12 2,209 36.82

伝染性紅斑 19,257 6.38 576 9.60

突発性発疹 103,305 34.24 2,508 41.80

百日咳 6,753 2.24 40 0.67

ヘルパンギーナ 113,709 37.69 3,151 52.52

流行性耳下腺炎 65,361 21.66 832 13.87

急性出血性結膜炎 843 1.25 88 7.33

流行性角結膜炎 24,266 36.06 132 11.00

細菌性髄膜炎 410 0.89 17 1.42

無菌性髄膜炎 744 1.61 2 0.17

マイコプラズマ肺炎 9,738 21.03 915 76.25

クラミジア肺炎 659 1.42 0 0.00

性器クラミジア感染症 28,398 29.25 594 31.26

性器ヘルペスウイルス感染症 8,292 8.54 200 10.53

尖圭コンジローマ 5,919 6.10 172 9.05

淋菌感染症 10,218 10.52 250 13.16

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 24,898 52.75 499 41.58

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 5,257 11.14 136 11.33

薬剤耐性緑膿菌感染症 460 0.97 18 1.50

全国 宮城県全域

 

年齢群 届け出報告数

０－１歳 5

２－９歳 1

10-14歳 6

15-19歳 1

20-24歳 1

25-29歳 3

30-34歳 3

35-39歳 1

40歳以上 1  
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た性感染症としての肝炎などもみられた。麻しん年齢群
別届け出報告数を表 2に示した。予防接種年齢に達して
いない 0歳から 1歳までが 5件，2歳から 19 歳までが 8
件，20 歳代が 4 件，30 歳以上が 5件の報告だった。麻
しんについては論文「県内の麻しん・風しん抗体保有状
況」も参照されたい。また後天性免疫不全症候群は初発
症例からの累計数で 121 件になった。
　2.2　定点把握感染症報告数
　県内定点医療機関から毎週報告される五類感染症 18
疾病と毎月報告される 7疾病について，全国と宮城県全
域（仙台市も含む）の累積報告数と定点当たりの報告数
を表 3に示した。定点医療機関数は保健所ごとに人口に
より定数が決められている。週報のインフルエンザ定点
は 96 医療機関（小児科定点を含む），小児科定点は 60
医療機関，眼科定点，基幹定点はそれぞれ 12 医療機関，
月報の性感染症定点は 19 医療機関，耐性菌に関しては
12 基幹定点医療機関に依頼した。

3　病原体検出情報
　3.1　対象と疾病
　病原体検査対象疾病は，疾病・感染症対策室と協議し，
定点把握対象の五類感染症の中から，咽頭結膜熱，Ａ群
溶血性レンサ球菌咽頭炎，感染性胃腸炎，ヘルパンギー
ナ，手足口病，麻疹，流行性耳下腺炎，インフルエンザ，
急性出血性結膜炎，流行性角結膜炎，細菌性髄膜炎，無
菌性髄膜炎の 12 疾患とした。
　3.2　検体採取協力医療機関
　要綱の基準に従って宮城県医師会が選定した病原体定
点医療機関は 3小児科定点，1眼科定点，7基幹定点お
よび 5インフルエンザ定点（そのうち 3定点は小児科定
点を兼ねる）で，さらに，患者発生情報を考慮して一部
の患者定点医療機関へも検体採取を依頼した。
　3.3　検査材料と検査対象病原体
　インフルエンザ，Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎，ヘル
パンギーナ，手足口病等の 11 疾患については咽頭拭い
液を，感染性胃腸炎については糞便を採取し検体とした。
呼吸器疾患の細菌検査は，主にＡ群溶血性レンサ球菌を
対象とし，ウイルス検査は，インフルエンザ，パライン
フルエンザ，RS，アデノウイルスを対象とした。また，
腸管系疾患の細菌検査は，病原性大腸菌，赤痢菌，サル
モネラ属菌，カンピロバクター，腸炎ビブリオ，エルシ
ニアを対象とし，ウイルス検査は，ノロウイルス，ロタ
ウイルス，エンテロウイルス，アデノウイルスを，一部
の検体についてはアストロウイルス，サポウイルスを対
象とした。
　3.4　検査方法
　細菌検査は直接選択培地に塗抹後，疑わしいコロニー
について直接鏡検や生化学的性状検査，血清型別検査，

ラテックス凝集反応，薬剤感受性試験および PCR法等
による病原因子の検索を行い同定した。ウイルス検査
は，HEp–2，RD–18s，Vero，CaCo2，MDCK の 5 種類
の細胞を用いて分離培養を行い，分離されたウイルスは
中和試験，赤血球凝集抑制試験等により同定した。また，
PCR 法や増幅した遺伝子のシークエンスおよび迅速化
のため抗原検出ELISA法キットも使用した。
　3.5　結　果
　3病原体定点医療機関および 13 患者定点医療機関の
協力により検体を採取した。採取された検体は 238 件で
月別診断名別検体数を表 4に示した。診断名別に見ると
インフルエンザが 127 件（53.4%）と最も多く，続いて
感染性胃腸炎 70 件（29.4%），Ａ群溶血性レンサ球菌咽
頭炎 15 件（6.3%），ヘルパンギーナ 14 件（5.9%），手足
口病 7件であった。月別の主な検体採取状況は，4から
6 月にシーズン後期のインフルエンザが 6件採取され，
7月から 10 月には手足口病，ヘルパンギーナが採取さ
れた。平成20年度はヘルパンギーナ，手足口病ともに
大きな流行がなく，なだらかに続く傾向があり，検体採
取のタイミングが難しかった。感染性胃腸炎は年間を通
じて採取された。インフルエンザは 12 月末から報告数
が増加し，1月の第 4週にピークをむかえ，一旦減少し
たのち 11 週，12 週に 2度目のピークを示した。二つの
ピークを持ち 2度目のピークがこれほど大きかったこと
は過去 10 年間ではなかった。ノロウイルスは，大きな
集団感染症としての発生が少ないため大きなピークは認
められず，例年並みであった。
　診断名別の病原体検出状況を表 5に示した。インフル
エンザと診断された 127 件中 107 件（検出率 84.3%）か
ら病原体が検出された。内訳はインフルエンザウイルス
Aソ連（H1）型が 90 件（84.1%），B型が 11 件だった。
4月に入ってからの病原体検出数も含めると B型は 48
件になる。2008/09 シーズンの県内におけるインフルエ
ンザの流行は，12 月から始まり 4月まで続いた。シー
ズン初めのインフルエンザウイルスの型はAソ連（H1）
型がほとんどだったが，2月後半からB型が検出され始
めた。A香港（H3）型は 6株と昨シーズンに続いて少な
かった。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎患者からの検体
15 件中 8 件からA群溶血性レンサ球菌が，2 件から G
群レンサ球菌が検出された。手足口病 7件からは 2件の
コクサッキーウイルスが，ヘルパンギーナ 14 件からは
5件のコクサッキーウイルスとエンテロウイルス 1件が
検出された。また感染性胃腸炎の患者検体 70 件中 41 件
（58.6%）から病原体が検出され，その内訳はノロウイル
ス 29 件，アデノウイルス 1件，ロタウイルス 4件，黄
色ブドウ球菌が 3件，腸管出血性大腸菌が 1件，カンピ
ロバクターが 3件であった。
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図1　過去 5年間のインフルエンザ定点当り報告数

表5　診断名別病原体検出状況

表4　平成 20 年度感染症発生動向調査事業（病原体検査）
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感染症流行予測調査
National Epidemiology Surveillance of Vaccine-preventable Diseases

Department of Microbiology

1　はじめに　
　感染症流行予測調査は「集団免疫の現状把握及び病原
体の検索等の調査を行い，各種疫学資料と併せて検討し，
予防接種事業の効果的な運用を図り，さらに長期的視野
に立ち総合的に疾病の流行を予測する」ことを目的とし
て，厚生労働省の依頼により全国規模で実施されている。
調査は，社会集団の抗体保有状況を知るための感受性調
査と，病原体の潜伏状況及び潜在流行を知るための感染
源調査により得られた結果を総合的に分析し，年ごとの
資料としている。平成 20 年度は，麻しん感受性調査，
風しん感受性調査，日本脳炎感染源調査及びインフルエ
ンザ感染源調査を実施したので，その結果について報告
する。　

2　各調査における対象および検査方法
　2.1　麻しん感受性調査
　8月28日から 10月3日の期間で採血を行った，県内在
住の 0 ～ 63 歳の健康住民 227名を対象とした。検査方
法は感染症流行予測調査事業術式 1）（以下検査術式）に
従い , 粒子凝集反応（PA）法を用い，血清中の麻しん
ウイルスに対する PA 抗体価を測定した。
　2.2　風しん感受性調査
　8月3日から 10月24日の期間で採血を行った，県内在
住の健康住民 334名（男性 169名，女性 165名）を対象と
した。検査方法は検査術式に従い，赤血球凝集抑制（HI）
法により血清中の風しんウイルス抗体価を測定した。
　2.3　日本脳炎感染源調査
　県南地方で飼育された 6ヶ月齢のブタ 101 頭を対象と
し，7月26日から 9月30日までの期間に 5 回の採材を
行った。検査術式に従い HI 法を用いたブタ血清中の抗
体価測定を行い，HI 抗体陽性の場合は 2 ME 感受性試
験により IgM 抗体の確認を行った。
　2.4　新型インフルエンザ（新型インフルエンザの出

現監視を目的とした）感染源調査
　6月24日から 10月6日の期間で採材したブタの鼻腔拭
い液 100 件を対象とし，検査術式に従いウイルス分離を
行った。ウイルスが分離された場合は，国立感染症研究
所より指定配布された抗血清 3 種を用い HI 法による亜
型の同定を行うこととした。

3　結　果
　3.1　麻しん感受性調査
　麻しん抗体保有状況調査結果を表 1 に示した。全体の
抗体保有率は 93.4%で前年の 93.2% 2）とほぼ同じ結果で
あった。0～1 歳群は 50%と最も低かったが，これはワ
クチン接種年齢に達しておらず，自然感染の機会も無
かった乳幼児が含まれているためである。その他の年齢
群では，いずれも 90%以上の抗体保有率であった。発
症予防には不十分と考えられる 64 倍以下の抗体保有率
は 11.5%（26/227） であり，前年の 12.3%と比較しても
大きな変化はみられなかった。全体のワクチン接種率は
91.9%（147/160）で前年の 82.6%（161/195）に比べ 9.3%
増加しており，また，2～19 歳の年齢群では 95%以上で
ある。すべての年齢群で前年の接種率を上回っており，
特に 40 歳以上の年齢群では前年の 28.6%（4/14）から
75.0%（2/6）と 46.4%も増加している。この年齢群はワ
クチン定期接種開始（1978 年）以前に対象年齢を過ぎ
ており，2007 年の全国的な流行を受けてワクチンを接
種したことも考えられる。ワクチン接種率は上昇したも
のの，抗体保有率は前年と大きな差はなかったことから，
2006 年から実施されている第 1 期，第 2 期の 2 回接種
と 2012 年までの第 3 期，第 4 期接種の積極的な勧奨の
必要があると思われる。
　3.2　風しん感受性調査
　風しん抗体保有状況調査結果を表 2 に示す。年齢群別
では，0～1 歳群が 60.0%（男 60.0%，女 60.0%），と抗
体保有率が低く，これは麻しん同様ワクチン接種年齢
に達しておらず，自然感染の機会もなかった乳幼児が
含まれているためである。他の年齢群ではすべて 80%
以上の高い抗体保有率を示し，全体としては 86.0%と昨
年の 85.0%とほぼ同様の結果であったが，全ての年齢群
に抗体陰性者が存在した。男女別では男性 82.0%，女性
89.7%と女性が若干高く，これは 1977 年から 1994 年ま
で定期予防接種が女子中学生に限られていた影響による
ものと考えられる。また，男性の 15～19 歳群で 78.9%，
25～29 歳群で 75.0%，30～39 歳群で 66.7%とやや低い
保有率であった。女性は 0～1 歳群を除いて 80%以上の
抗体保有率であったが，10～14 歳群では 80.0%，15～
19 歳群では 82.4%と平均以下の保有率であった。不明
者を除くワクチン接種歴別では，接種者 93.5%，未接種

キーワード：麻しん；風しん；抗体保有状況；日本脳炎；インフルエンザ
Key words：measles；rubella；distribution of antibody positives；Japanese encephalitis；influenza

微　生　物　部



－ 88 －

者 57.1%の保有率と有意な差を示した。ワクチン接種率
は全体が 81.4%（153/188）で前年の 67.8%（124/183）
と比較すると 13.6%も上昇した。男女別では男性 80.9%

（72/89），女性 81.8%（81/99）であり，男女差は小さい。
これは 2006 年からワクチンの定期接種が風しんワクチ
ン単独から MR ワクチン（麻しん風しんワクチン）へ
変更されたこと，2007 年に麻しんの流行があったこと
が要因と思われる。1994 年以降風しんの全国流行はな
く，1999 年以降の報告数は著しく減少した。宮城県で
の報告数も少ない 3）。しかし，全国でみると 2004 年に
は地域的な流行があり，また流行との関連は明確ではな
いが先天性風しん症候群（CRS）が 10 例報告されてい
る 4）5）。今回は風しんもワクチン接種率は上昇したが，
まだ抗体保有率に反映されていない。流行抑制とCRS
防止のため，さらにワクチン接種を勧奨し，抗体保有率
の上昇が期待される。また，麻しん風しん感受性調査に
ついては，論文「県内の麻しん・風しん抗体保有状況」
を参照されたい。

　3.3　日本脳炎感染源調査
　表 3 に示すとおり，100 頭のブタ血清中の日本脳炎抗
体価を測定した結果，6 件が 1：10 以上の抗体価を示し
た。これらの血清は 2 ME 感受性試験陽性であり，新鮮
感染である事を確認した。このことから平成 20 年度宮
城県における日本脳炎ウイルス感染蚊の活動は比較的活
発であったと推測される。また西日本がほとんどであっ
た日本脳炎の患者報告は 2007 年愛知県，石川県，2008
年には，茨城県で 2 件の発生 6）があった。今後夏季の
気温が高く推移した場合，当県でも発生が危惧されるこ
とから，今後もブタの感染状況を監視することが重要で
ある。
　3.4　新型インフルエンザ感染源調査
　ブタ鼻腔拭い液 100 件を対象に MDCK 細胞を使用し，
インフルエンザウイルスの分離を行ったが，今年度はウ
イルスは分離されなかった。

表1　麻しん感受性（抗体保有状況）調査結果

<16 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192≦

有 10 2 4 1 3 80.0
不明 2 2 0.0
無 8 6 1 1 25.0
有 17 1 1 1 5 5 3 1 100.0

不明 3 2 1 100.0
無 0  
有 16 1 1 1 4 6 1 1 1 100.0

不明 2 2 100.0
無 0  
有 13 1 1 3 4 2 1 1 92.3

不明 1 1 100.0
無 0  
有 23 2 1 3 3 6 4 4 100.0

不明 0  
無 0  
有 48 2 1 5 9 9 16 5 1 95.8

不明 3 1 1 1 66.7
無 1 1 0.0
有 9 1 3 3 2 100.0

不明 22 1 1 2 3 3 7 2 3 100.0
無 1 1 100.0
有 5 1 3 1 100.0

不明 15 1 2 5 2 2 1 2 100.0
無 1 1 100.0
有 6 1 1 2 1 1 100.0

不明 19 1 1 2 2 3 4 2 4 100.0
無 2 2 100.0
有 147 5 0 6 2 10 18 32 35 27 8 4 96.6

不明 67 3 1 0 1 3 6 11 10 17 6 9 95.5
無 13 7 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 46.2

227 15 2 6 3 13 24 44 45 46 16 13

※抗体価16倍以上について算出

���� 93.4

40歳以上 27 100

全 体 227 93

20～29歳 32 100

30～39歳 21 100

10～14歳 23 100

15～19歳 52 92

4～6歳 18 100

7～9歳 14 93

0～1歳 20 50

2～3歳 20 100

年齢区分
ワクチン
接種歴

件 数
PA 抗 体 価 抗体保有率(%)

※
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表2　風しん感受性（抗体保有状況）調査結果

ワクチン

接種歴 ＜8 8 16 32 64 128 256 512≦

有 5 1 2 1 1 100.0
不明 2 2 0.0
無 3 2 1 33.3
有 5 1 2 2 80.0

不明 0  
無 5 3 1 1 40.0
有 8 1 1 2 2 1 1 87.5

不明 3 1 1 1 100.0
無 0  
有 6 1 3 1 1 100.0

不明 3 2 1 100.0
無 0  
有 13 4 3 6 100.0

不明 3 1 1 1 66.7
無 0  
有 15 1 1 5 5 3 100.0

不明 1 1 100.0
無 0  
有 12 3 3 4 2 100.0

不明 0  
無 1 1 0.0
有 8 1 1 3 2 1 87.5

不明 2 1 1 50.0
無 0  
有 14 2 4 3 4 1 85.7

不明 2 1 1 100.0
無 3 2 1 33.3
有 25 3 6 7 8 1 88.0

不明 6 1 2 2 1 83.3
無 3 2 1 33.3
有 7 2 5 100.0

不明 8 1 5 1 1 100.0
無 0  
有 11 2 1 6 1 1 100.0

不明 11 2 1 1 5 1 1 81.8
無 1 1 100.0
有 3 1 2 66.7

不明 13 3 2 1 4 3 76.9
無 4 1 1 1 1 75.0
有 3 1 1 1 100.0

不明 11 1 1 4 1 4 100.0
無 2 1 1 50.0
有 7 1 3 2 1 85.7

不明 22 8 2 4 3 4 1 63.6
無 4 2 1 1 50.0
有 6 1 3 2 100.0

不明 20 2 5 8 2 3 100.0
無 5 1 1 1 1 1 100.0
有 3 1 1 1 100.0

不明 27 3 1 2 8 3 5 3 2 88.9
無 2 1 1 100.0
有 2 2 100.0

不明 12 1 1 1 2 4 2 1 91.7
無 2 1 1 50.0
有 72 5 3 9 12 26 12 5 0 93.1

不明 80 17 1 5 12 18 15 9 3 78.8
無 17 8 0 0 2 1 4 2 0 52.9
有 81 5 0 12 10 23 19 9 3 93.8

不明 66 5 1 3 5 16 20 11 5 92.4
無 18 7 2 1 2 1 3 1 1 61.1

334 47 7 30 43 85 73 37 12

※抗体価8倍以上について算出

���� 85.9

全 体

男 169 82.2

女 165 89.7

40歳以上

男 32 90.6

女 16 87.5

30～39歳

男 33 66.7

女 31 100.0

25～29歳

男 20 75.0

女 16 93.8

20～24歳

男 15 100.0

女 23 91.3

15～19歳

男 19 78.9

女 34 82.4

10～14歳

男 13 92.3

女 10 80.0

4～9歳

男 16 93.8

女 16 100.0

2～3歳

男 11 90.9

女 9 100.0

0～1歳

男 10 60.0

女 10 60.0

年齢区分 性別 件数
風疹抗体価 抗体保有率

(%)※
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4　まとめ
　平成 20 年度の感染症流行予測調査は，麻しん感受性
調査，風しん感受性調査，日本脳炎感染源調査および新
型インフルエンザ感染源調査をおこなった。麻しん感受
性調査における抗体保有率は 93.2%と高かったが，ワク
チン接種率が前年より 9.3%増加しているにもかかわら
ず，抗体保有率は前年とほぼ同じ結果であった。風し
ん感受性調査における抗体保有率は全体として 86.0%で
あった。ワクチン接種率は前年と比較して 13.6%上昇し
た。麻しん・風しんワクチン接種率の上昇については
2008 年から麻しん排除計画の一環で行われている MR
ワクチンの積極的勧奨と 2007 年に麻しんの全国流行が
あったためと思われる。このようにワクチン接種率の上
昇はただちに抗体保有率には反映されないたため今後
もワクチン接種の積極的勧奨が必要と考えられる。ま
た，風しんのワクチン接種歴別抗体保有率は，接種者が
93.5%，未接種者が 57.1%と有意な差を示しワクチン接
種の有効性があきらかであった。日本脳炎感染源調査で
は 6 件が 2 ME 感受性試験陽性であり，県内のウイルス
感染蚊の活動が活発であったと推測される。新型インフ

ルエンザ感染源調査でウイルスは分離されなかったが，
2009 年 4 月に確認された新型インフルエンザがブタ由
来ウイルスであったことから，今後も感染源調査の継続
が必要である。
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表3　日本脳炎感染源調査結果

<10 10 20 40 80 160 320≦ HI陽性 ２ME陽性

7月29日 角田 20 20 0

8月12日 角田 19 19 0

8月26日 角田 20 17 3 15 3 3

9月9日 角田 20 20 0

9月30日 角田 21 18 2 1 14 3 3

全頭数 100 94 5 1 6 6 6

２ME感受性試験
採材日 生産地 頭数

HI抗体価 抗体保有
率(%)
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平成 20年度収去食品検査（細菌検査）実績
Food Safety Survey Concerning Bacterial Contamination in 2008

Department of Microbiology

　食品衛生法第 22 条及び 24 条に基づく収去品の検査を実施した。細菌検査について，検体 1,696 件，4,136 項目の検
査を実施した。実績を表１に示した。

微　生　物　部

表1　平成 20 年度収去食品検査（細菌検査）実績
検
体
数
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基
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質

基
準
等
を
超
え
た
も
の

延項
目数

魚介類 生食用かき 183 168 2 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450

生食用鮮魚介類 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

その他 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

冷凍食品 無加熱 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

（加熱後摂取） 凍結直前加熱 16 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

（加熱後摂取） 凍結直前未加熱 21 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

生食用冷凍鮮魚介類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

魚介類加工品 魚肉練製品 132 132 0 132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264

その他 20 20 2 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

肉卵類及びその加工品 食肉製品（加熱後包装） 74 74 1 0 0 0 0 74 0 0 0 74 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296

食肉製品（包装後加熱） 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

食肉製品（乾燥） 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

食肉製品（非加熱） 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

食肉 21 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 33

生乳 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

牛乳・加工乳 牛乳 66 66 0 66 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

加工乳・低脂肪乳 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

乳製品 乳飲料 26 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

発酵乳 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

　 乳酸菌飲料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーズ他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アイスクリーム類・氷菓 アイスクリーム 20 20 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

アイスミルク 8 8 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

氷菓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

穀類及びその加工品 生めん 37 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

ゆでめん 29 29 1 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87

その他（ワンタン皮・即席めん） 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

野菜類・果物及びその加工品 野菜・果物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

つけもの（一夜漬け） 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

つけもの 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 3 0 0 0 0 28

豆腐 105 105 9 105 8 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 290

みそ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

しょうゆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他（生あん・めんつゆ） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

菓子類 和生菓子 121 121 4 121 7 0 0 0 0 0 0 121 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363

洋生菓子 177 177 10 177 41 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清涼飲料水 ミネラルウオター 8 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

清涼飲料水 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

酒精飲料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷雪 　 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

かん詰・びん詰食品・レトルト 　 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27

その他の食品 弁当 44 44 1 0 0 0 0 40 1 0 0 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124

調理パン 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

そうざい 242 242 2 0 0 0 0 224 1 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690

器具および容器包装 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

食品計 1696 1402 32 816 65 0 0 466 2 169 0 796 3 79 0 73 1 184 0 27 0 13 0 25 0 2 0 2 0 10 6 14 0 14 3 27 0 17 0 4136

　　　食品区分　　　　　　　　　　　　　項目
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平成 20年度食中毒検査結果
The Result of Examination on Food Poisoning in 2008

Department of Microbiology

　平成 20 年度に，食中毒発生および有症苦情について原因究明のため実施した検査状況を表１に示した。
　原因物質が検出されたのは 36 事例中 25 事例（69.4％）で，うち 16 事例からノロウイルスを検出した。その他，検
出した原因物質は黄色ブドウ球菌 3事例，腸炎ビブリオ 2事例，カンピロバクター 2事例，サルモネラ属菌 1事例，
ウエルシュ菌 1事例であった。

キーワード：食中毒
Key words：food poisoning

微　生　物　部

表1　平成 20 年度食中毒検査結果

患者便 健康者便 環境 食品 拭き取り 菌株

1 H20.4.3 仙南 東京都 不明 1 1 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

2 H20.4.8 石巻・大崎 石巻市他 不明 19 7 5 2 5 検出せず 有症苦情

3 H20.4.11 大崎 美里町 不明 2 2 検出せず 有症苦情

4 H20.4.24 岩沼 不明 不明 2 2 検出せず 関連調査

5 H20.6.25 塩釜 塩竈市 （アボガド） 2 1 （吐物１） 検出せず 関連調査

6 H20.7.25 大崎 大崎市 飲食店食事 22 6 2 13 1 カンピロバクター・ジェジュニ 食中毒

7 H20.8.7 気仙沼・仙南 気仙沼市 民宿食事 47 18 7 12 10 腸炎ビブリオ（O3：K6） 食中毒

8 H20.8.8 塩釜 塩竈市他 不明 17 17 カンピロバクター・ジェジュニ 食中毒

9 H20.8.20 石巻 不明 不明 2 1 1 検出せず 有症苦情

10 H20.8.31 気仙沼 不明 家庭の食事 26 4 2 20
黄色ブドウ球菌（エンテロトシキン
A・コアグラーゼⅣ型） 食中毒

11 H20.9.10 石巻 不明 不明 5 5 腸炎ビブリオ（O3：K6） 有症苦情

12 H20.9.11 塩釜・仙南 不明 不明 4 4 ウエルシュ菌 関連調査

13 H20.9.19 気仙沼・栗原 不明 不明 48 8 17 13 10
黄色ブドウ球菌（エンテロトシキン
A・コアグラーゼⅣ型） 有症苦情

14 H20.9.24 塩釜 （多賀城市他） 不明 2 検出せず 有症苦情

15 H20.10.3 岩沼 （名取市） 不明 1 1 サルモネラ・ティフィムリウム 有症苦情

16 H20.10.9 大崎 （大崎市） 不明 3 3 検出せず 有症苦情

17 H29.10.13 気仙沼・黒川 本吉町他 不明 23 10 3 5 5
黄色ブドウ球菌（エンテロトシキン
A・コアグラーゼⅣ型） 有症苦情

18 H20.11.4 塩釜 （利府町） 不明 2 1 1 検出せず 有症苦情

19 H20.12.2 黒川 不明 不明 17 4 1 12 検出せず 有症苦情

20 H20.12.10 塩釜 （塩竈市） 不明 31 7 4 1 18 1 ノロウイルスGⅡ群 有症苦情

21 H20.12.12 塩釜 不明 不明 3 3 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

22 H20.12.17 大崎 不明 不明 22 1 14 7 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

23 H20.12.19 岩沼 不明 不明 19 3 4 7 5 ノロウイルスGⅡ群 感染症

24 H21.1.5 岩沼 仙台市他 不明 3 3 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

25 H21.1.6 大崎・黒川 （山形県） 不明 4 4 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

26 H21.1.8 石巻 仙台市他 不明 2 2 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

27 H21.1.20 石巻 東松島市 飲食店食事 37 10 5 6 16 ノロウイルスGⅠ、GⅡ群 食中毒

28 H21.1.24 塩釜 不明 不明 14 6 6 2 ノロウイルスGⅠ、GⅡ群 有症苦情

29 H21.1.24 気仙沼 気仙沼市 生かき推定 10 10 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

30 H21.1.26 気仙沼 気仙沼市 調理実習 4 4 ノロウイルスGⅠ、GⅡ群 食中毒

31 H21.1.31 気仙沼・大崎 山形市・大崎市他ホテル食事 14 1 3 10 ノロウイルスGⅠ群 食中毒

32 H21.2.6 栗原 栗原市 不明 1 1 細菌数、酵母数、エステル類 食品苦情

33 H21.2.13 塩釜・仙南・山形県 旅館食事 9 9 ノロウイルスGⅡ群 関連調査

34 H21.2.25 石巻 東松島市 民宿食事 40 12 12 3 13 ノロウイルスGⅠ群、サポウイルス 食中毒

35 H21.2.26 気仙沼 気仙沼市 飲食店調理弁当 3 （吐物１） 2 ヒスタミン 食中毒

36 H21.3.9 石巻 山形県 旅館食事 1 1 ノロウイルスGⅠ群 関連調査

85

（吐物２）
132 2合計 462 161 1 80

No 検出微生物 備考
検体（内訳）

受付月日 担当保健所発病場所 原因食品 検体数
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平成 20年度生活化学部検査結果
Surveillance Data of Chemical Substances in Foods, Household Articles,

Drugs and Other Products in 2008

Department of Chemical Pollution

　平成20年度の生活化学部における食品，医薬品，家庭用品，浴槽水等の検査結果は，表 1から表 9のとおりである。

生　活　化　学　部

表1　カビ毒，PCB及び水銀検査結果

表2　遺伝子組換え食品検査結果

表3　アレルギー物質を含む食品の検査結果

単位：ppm

結　果 <0.010

検出率 0/101)

結　果 0.010～0.032 結　果 0.10～0.55 結　果 0.47

検出率 4/4 検出率 4/4 検出率 1/1

　注1)　10検体のうち2検体は50%果汁ｼﾞｭｰｽのため参考値。

　注2)　検出率：検出下限値以上の値が検出されたもの。

スズキ 4

水銀

総水銀 メチル水銀

検　査　項　目

りんごジュース

パ　ツ　リ　ン
検　体　名 検体数

ＰＣＢ

10

検　体　名 検体数 試験法 組換え遺伝子

不検出　   8

判定不能　2

検出率 0/8

不検出　   8

判定不能　2

検出率 0/8

結　 果 ND～0.3%

不適率 0/10

注1）安全性審査済みのﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾚﾃﾞｨ-大豆について、分別生産流通管理が適正に行われた場合、5%以下の

　　意図せざる混入が認められている。

注2）ND:定量下限値(0.1%)未満

定量試験(ラウンドアップレディー大豆；RRS)大豆加工品（豆腐） 10

とうもろこし加工品
（ポップコーン，スナック菓

子）
10

定性試験(スターリンクとうもろこし；ＣＢＨ
351)

結　 果

定性試験(Bt10とうもろこし；Bt10)
結　 果

検　体　名 測定対象原材料 検体数 対象アレルゲン

結　 果 陰性 10

不適率 0/10

結　 果 陰性 10

不適率 0/10

結　 果 陰性 10

不適率 0/10

結　 果 陰性 10

不適率 0/10

結　 果 陰性 10

不適率 0/10

注）陽性：食品採取重量1gあたりの特定原材料由来のたんぱく含有量が10μg以上。

     陰性：食品採取重量1gあたりの特定原材料由来のたんぱく含有量が10μg未満。

ベビーフード
(乳表示なし)

乳 10

魚肉練り製品
(小麦表示なし)

小麦 10

卵
ビスケット・クッキー

(卵，落花生表示なし)
落花生

10

うどん
(そば表示なし)

10そば
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表4　医薬品等検査結果

表5　家庭用品検査結果

表6　浴槽水検査結果

表7　室内環境測定結果

検 査 品 目 検体数 検　査　項　目 項目数 不適件数

定量試験（グリチルリチン酸） 1 0

定量試験（マレイン酸クロルフェニラミン） 1 0

定量試験（塩酸ピリドキシン） 1 0

定量試験（酢酸トコフェロール） 1 0

化　　　粧　　　品 1 定量試験（ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴｽﾃﾙ類及びそのﾅﾄﾘｳﾑ塩類） 1 0

外観試験 1 0

溶出物試験 4 0

合　　　計 3 10 0

外　　　用　　　薬 1

造影カテーテル 1

検   査   品   目 検体数 検　査　項　目 項目数 不適件数

乳幼児(出生後24月以内)用繊維製品 20 ホルムアルデヒド 1 0

上  記  を  除  く  繊  維  製 品 20 ホルムアルデヒド 1 0

合　　　　計 40 1 0

(µg/m
3
)

ＶＯＣ対策前 ＶＯＣ対策後 ＶＯＣ対策前 ＶＯＣ対策後

2-ﾌﾞﾀﾉﾝ <0.8～5.0 <0.8～1.7 <0.8 ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.4～3.4 <0.1～1.6 0.2～0.7

酢酸エチル 0.3～1.8 0.4～1.2 0.8～1.9 ｷｼﾚﾝ 1.2～10 0.2～3.7 0.5～1.7

ﾍｷｻﾝ 0.5～4.9 0.3～1.4 0.4～0.9 ｽﾁﾚﾝ <0.1～0.3 <0.1～0.3 <0.1

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ <0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.2 ﾉﾅﾝ 0.6～13 <0.1～3.4 0.2～0.4

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.1～0.3 <0.1 <0.1 α-ﾋﾟﾈﾝ 7.5～1900 1.8～58 <0.1～0.5

2,4-ｼﾞﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ <0.1 <0.1～0.1 <0.1 1,3,5-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.2～4.0 <0.1～1.3 <0.1～0.4

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ <0.1 <0.1 <0.1 1,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.9～11 0.2～3.6 0.4～1.3

1-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ <0.2～7.2 <0.2～1.7 <0.2 ﾃﾞｶﾝ 1.2～14 0.1～11 0.5～0.6

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.3～1.0 0.2～0.9 0.3～0.7 1,4-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.3～1.3 <0.1～0.6 0.3～0.6

四塩化炭素 0.4～0.7 0.3～0.6 0.5～0.6 1,2,3-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.3～1.9 <0.1～1.0 <0.1～0.2

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ <0.1 <0.1 <0.1 ﾘﾓﾈﾝ 0.5～160 0.1～4.9 <0.1～0.1

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.1 <0.1 <0.1 ﾉﾅﾅｰﾙ 1.8～9.9 0.6～3.7 <0.1～0.5

2,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ <0.1～0.2 <0.1～0.4 0.1～0.4 ｳﾝﾃﾞｶﾝ 0.6～10 <0.1～3.3 <0.1～0.2

ﾍﾌﾟﾀﾝ 0.4～6.4 <0.1～1.0 0.2～0.3 1,2,4,5-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ <0.1～0.3 <0.1 <0.1

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 0.5～25 0.1～1.2 0.1 ﾃﾞｶﾅｰﾙ 0.3～3.9 <0.1～0.6 <0.1

ﾄﾙｴﾝ 2.1～10 0.8～5.3 1.8～4.4 ﾄﾞﾃﾞｶﾝ 0.4～4.8 <0.1～2.0 <0.1～0.1

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ <0.1 <0.1 <0.1 ﾄﾘﾃﾞｶﾝ 0.1～3.6 <0.1～5.3 <0.1～0.1

酢酸ﾌﾞﾁﾙ 1.2～89 0.1～4.6 0.1～0.4 ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ 0.1～2.7 <0.1～3.2 <0.1

ｵｸﾀﾝ 0.3～7.1 <0.1～0.8 <0.1～0.1 ﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾝ 0.2～1.5 <0.1～0.2 <0.1

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ <0.1 <0.1 <0.1 ﾍｷｻﾃﾞｶﾝ <0.1～1.6 <0.1～0.3 <0.1

Ｔ-ＶＯＣ 36～2100 9.3～83 5.1～15

揮発性有機化合物名
校舎内濃度(９測定地点) 対　　　照

（校舎外気）
揮発性有機化合物名

校舎内濃度(９測定地点) 対　　　照
（校舎外気）

検査項目 検体数 基準超過件数

濁度 82 1

過マンガン酸カリウム消費量 81 0
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表8　残留動物用医薬品検査結果
単位：ppm

うなぎ 鶏卵 鶏肉 豚肉 牛肉

1 2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

2 5-プロピルスルホニル-1H-ベンズイミダゾール-2-アミン 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

3 アルベンダゾール 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

4 イソメタミジウム 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

5 エプリノメクチン 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

6 オキシベンダゾール 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

7 クロルスロン 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

8 ジクラズリル 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

9 チアベンダゾールと5-ヒドロキシチアベンダゾールの和 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

10 ハロフジノン 寄生虫駆除剤 - ND - ND ND

11 ピランテル 寄生虫駆除剤 - ND - ND ND

12 プラジクアンテル 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

13 フルベンダゾール 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

14 メベンダゾール 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

15 モランテル 寄生虫駆除剤 - ND ND ND ND

16 レバミゾール 寄生虫駆除剤 - ND - ND ND

17 エトバベート 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

18 エンロフロキサシンとシプロフロキサシンの和 合成抗菌剤 - - ND ND ND

19 オキソリニック酸(オキソリン酸) 合成抗菌剤 - - ND ND ND

20 オフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

21 オルビフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

22 オルメトプリム 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

23 クロピドール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

24 サラフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

25 ジアベリジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

26 ジフラゾン 合成抗菌剤 - ND - - ND

27 ジフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

28 スルファエトキシピリダジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

29 スルファキノキサリン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

30 スルファグアニジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

31 スルファクロルピリダジン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

32 スルファジアジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

33 スルファジミジン(スルファメサジン) 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

34 スルファジメトキシン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

35 スルファセタミド 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

36 スルファチアゾール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

37 スルファドキシン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

38 スルファニトラン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

39 スルファピリジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

40 スルファベンズアミド 合成抗菌剤 - ND ND - ND

41 スルファメチゾール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

42 スルファメトキサゾール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

43 スルファメトキシピリダジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

44 スルファメラジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

45 スルファモイルダプソン 合成抗菌剤 - ND ND - -

46 スルファモノメトキシン 合成抗菌剤 - - - - ND

47 スルフィソゾール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

48 ダノフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

49 チアンフェニコール 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

50 トリメトプリム 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

51 ナイカルバジン 合成抗菌剤 - ND - - -

52 ナリジクス酸 合成抗菌剤 - - ND ND ND

53 ニフルスチレン酸ナトリウム 合成抗菌剤 - - ND - -

54 ピリメタミン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

55 ピロミド酸 合成抗菌剤 - - ND ND ND

56 フルニキシン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

57 フルメキン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

58 マラカイトグリーン 合成抗菌剤 不検出 - - - -

59 マルボフロキサシン 合成抗菌剤 - - ND ND ND

60 ロベニジン 合成抗菌剤 - ND ND ND ND

61 アンピシリン 抗生物質 - - ND - ND

62 エリスロマイシン 抗生物質 - ND ND ND ND

63 オキサシリン 抗生物質 - - ND ND ND

64 オレアンドマイシン 抗生物質 - ND ND ND ND

65 キタサマイシン 抗生物質 - ND - - -

66 クロキサシリン 抗生物質 - - ND ND ND

67 サリノマイシン 抗生物質 - ND - - ND

68 ジョサマイシン 抗生物質 - ND ND - ND

69 スピラマイシンとネオスピラマイシンの和 抗生物質 - ND ND - ND

70 セファゾリン 抗生物質 - - ND ND ND

71 セファピリン 抗生物質 - - ND ND ND

72 セフォペラゾン 抗生物質 - - ND ND ND

73 セフロキシム 抗生物質 - - ND ND ND

74 タイロシン 抗生物質 - ND ND - -

75 チアムリン 抗生物質 - - ND ND ND

76 チルミコシン 抗生物質 - ND ND ND ND

77 ナラシン 抗生物質 - ND - ND ND

78 ノボビオシン 抗生物質 - - ND - ND

79 ノルフロキサシン 抗生物質 - - ND ND ND

80 バージニアマイシン 抗生物質 - - ND ND ND

81 バルネムリン 抗生物質 - ND ND ND ND

82 フェノキシメチルペニシリン 抗生物質 - - ND ND ND

83 フロルフェニコール 抗生物質 - ND - ND ND

84 ベンジルペニシリン 抗生物質 - - ND ND ND

85 モネンシン 抗生物質 - ND - ND ND

86 リファキシミン 抗生物質 - - ND ND ND

87 トリペレナミン 抗ヒスタミン剤 - ND ND ND ND

88 ジブチルサクシネート 昆虫嫌忌薬 - ND ND ND ND

89 エトキサゾール 殺虫剤 - ND ND - ND

90 ジフルベンズロン 殺虫剤 - ND ND ND ND

91 ダイアジノン 殺虫剤 - ND ND ND ND

92 テメホス 殺虫剤 - ND - - ND

93 トリクロルホン 殺虫剤 - - ND ND ND

94 ファムフール 殺虫剤 - ND ND ND ND

95 フェノブカルブ 殺虫剤 - ND ND ND ND

96 プロペタンホス 殺虫剤 - ND ND ND ND

97 プロポキスル 殺虫剤 - ND ND ND ND

98 ピペロニルブトキシド 殺虫剤相乗剤 - ND - ND ND

99 ケトプロフェン 消炎剤 - ND ND ND ND

100 デキサメタゾン 消炎剤 - - ND ND ND

101 トルフェナム酸 消炎剤 - ND - ND ND

102 ヒドロコルチゾン 消炎剤 - ND ND ND ND

103 メチルプレドニゾロン 消炎剤 - ND - ND -

104 メロキシカム 消炎剤 - ND ND ND -

105 エトキシキン 成長調整剤 - ND - ND -

106 フルアズロン ダニ駆除剤 - ND ND - ND

107 アザペロン 鎮静剤 - ND ND ND ND

108 キシラジン 鎮静剤 - ND ND ND ND

5 5 5 5 5

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5

1 77 91 91 99

5 385 455 455 495
　注1) 不検出： 0.002ppm以下。
　注2) ND： 定量限界未満（定量限界：0.01ppm）。
　注3) - : 検出できないもの。
　注4) 検出率：定量限界以上の値が検出されたもの。

検査品目および検査結果

検　　 　体　　 　数
検　　 　出　　 　率
検　査　項　目　数
総    項    目    数

NO. 医薬品名 用途
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基準値 検出下限値
国産品 輸入品 (ppm) (ppm)

ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.021 1/4 5  0.005
ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.018 2/4 1  0.005
ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 殺虫剤 ND～0.020 1/4 0.05  0.005
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 殺菌剤 ND～0.12 1/4 3  0.005
ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ 殺菌剤 ND～0.65 2/4 5  0.005
ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 殺菌剤 ND～0.005 1/4 5  0.005
ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ 殺菌剤 ND～0.013 1/4 1.0  0.005
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺虫剤 ND～0.033 3/4 3  0.005
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 殺菌剤 ND～1.1 1/4 10  0.005
ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.018 2/4 1  0.005
ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ 殺虫剤 ND～0.019 1/4 0.5  0.005
ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 殺虫剤 ND～0.021 1/4 1  0.005
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 殺虫剤 ND～0.036 1/4 1.5  0.005
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 殺菌剤 ND～0.067 1/4 5.0  0.005
ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺菌剤 ND～0.071 1/4 5  0.005

にんじん 4 0 298 ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 殺菌剤 ND～0.009 1/4 0.01 0.005
ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ及びﾒｿﾐﾙ 殺虫剤 ND～0.025 3/4 1 0.005
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 殺菌剤 ND～0.008 2/4 1 0.005

キャベツ 4 0 310 ｱｾﾌｪｰﾄ 殺虫剤 ND～0.50 1/4 5.0  0.005
ばれいしょ 4 0 299 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 殺虫剤 ND～0.018 1/4 0.03  0.005

ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ 殺虫剤 ND～0.019 1/4 1  0.005
ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ 殺虫剤 ND～0.013 1/4 2.0  0.005
ｼﾌﾙﾄﾘﾝ 殺虫剤 ND～0.040 1/4 2.0  0.005
ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 殺虫剤 ND～0.009 1/4 1.0  0.005
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 殺虫剤 ND～0.006 1/4 5.0  0.005
ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 殺虫剤 ND～0.013 1/4 2  0.005
ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ 殺虫剤 ND～0.038 1/4 0.1  0.005
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 殺菌剤 ND～0.11 3/4 7.5  0.005
ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 殺虫剤 ND～0.006 1/4 0.5  0.005
ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ 殺虫剤 ND～0.11 1/4 10  0.005
ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.009 1/4 5  0.005
ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.016 1/4 1  0.005
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 殺菌剤 ND～0.006 1/4 1  0.005
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 殺菌剤 ND～0.019 1/4 0.5  0.005

なす 4 0 294
ブロッコリー(冷凍) 0 4 290 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 殺虫剤 ND～0.003 1/4 0.05  0.002

さといも(冷凍) 0 4 308
かんしょ 4 0 314

キウィーフルーツ 0 4 306
ｵｷｻﾐﾙ 殺虫剤 ND～0.018 1/4 0.50  0.005
ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.010 1/4 0.2  0.005
ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 殺虫剤 ND～0.008 1/4 0.50  0.005
ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 殺虫剤 ND～0.014 1/4 0.01 0.005
ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 殺虫剤 ND～0.006 1/4 0.2  0.005
ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ 殺虫剤 ND～0.005 1/4 0.5  0.005
ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.060 3/4 5  0.005
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺虫剤 ND～0.014 2/4 1.0  0.005
ｼﾊﾛﾄﾘﾝ 殺虫剤 ND～0.011 1/4 0.4  0.005
ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 殺虫剤 ND～0.008 1/4 2  0.005
ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 殺虫剤 ND～0.010 1/4 1  0.005
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 殺菌剤 ND～0.008 1/4 10  0.005
ｷｬﾌﾟﾀﾝ 殺菌剤 ND～0.021 2/4 5.0  0.005
ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ 殺菌剤 ND～0.20 3/4 5  0.005

はくさい 4 0 305 ﾏﾗﾁｵﾝ 殺虫剤 ND～0.006 1/4 2.0  0.005
ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 殺虫剤 ND～0.05 2/4 0.2  0.01
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 殺菌剤 ND～0.02 1/4 20  0.01

加工食品(餃子,焼売) 2 10 66
計 48 32 5931

注1）分析対象農薬数は、殺虫剤；153種類、殺菌剤；83種類、除草剤；101種類、成長調整剤；4種類、薬害軽減剤；4種類
注2)ND；検出下限値未満

すべての農薬(有機リン系農薬)で0.025ppm未満

りんご 4 0 311

ウーロン茶 0 4 114

すべての農薬で0.005ppm未満(フィプロニル、ジフルフェニカン0.002ppm未満)

すべての農薬で0.005ppm未満(フィプロニル、ジフルフェニカン0.002ppm未満)
すべての農薬で0.005ppm未満(フィプロニル、ジフルフェニカン0.002ppm未満)
すべての農薬で0.005ppm未満(フィプロニル、ジフルフェニカン0.002ppm未満)

だいこん（根） 4 0 291

ほうれんそう(冷凍) 0 4 304

トマト 4 0 320

えだまめ(冷凍) 0 4 266

ねぎ 4 0 295

未成熟いんげん(冷凍) 0 4 317

きゅうり 4 0 299

バナナ 0 4 312

検出農薬名 用　途 検査結果

いちご 4 0 312

検出
件数

品　名
検体数 定量した

農薬数

表9　食品中の残留農薬検査結果

表10　防黴剤及び漂白剤検査結果

定量下限値

国産品 輸入品 mg/1膳

 ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 防黴剤 ND 0.002

 ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 防黴剤 ND 0.002

 ｼﾞﾌｪﾆﾙ 防黴剤 ND 0.02

 ｲﾏｻﾞﾘﾙ 防黴剤 ND 0.008

 二酸化硫黄、亜硫酸塩類 漂白剤 ND 0.1

注1)ND；定量下限値未満

用　途 検査結果

割りばし 0 10

品　名
検体数

農薬名
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食用酸性タール色素の抽出および精製法の検討
Studies on Extraction and Clean-up for Food Coal-Tar Dyes

Kunika HAYASHI，Yoshiko CHIBA，Shigeru YANAGI
Yumi YAMAGUCHI，Aiko UJIIE，Toru HAMANA

1　はじめに　
　食用酸性タール色素（合成着色料）は食品衛生法で
12 種類の使用が許可されており，その公定法は水また
はアンモニア・エタノール溶液等で食品から色素を抽出
し，その後，毛糸もしくはポリアミドによる精製を行い，
薄層クロマトグラフィーや高速液体クロマトグラフィー
（以下，HPLC）で定性する方法である1）。当所では，ポ
リアミド固相カラム精製法を採用し，HPLCによる定性
を行ってきた（以下，従来法）。この方法はポリアミド
カラムに負荷する際に抽出液を酸性にする必要がある
が，キサンテン系色素の一部は酸性溶液中で析出する性
質を持つ。このため，カラムに負荷する時点で析出した
色素が，カラム上部に詰まり溶出されないことから，得
られた試料液を濃縮しても色素が検出されないという問
題があった。特に，デンプンが多くアミラーゼ処理を行っ
ても抽出液の粘性が高い餅類や，タンパク質含有量の高
いたらこやかまぼこなどではその傾向が強く，色素の抽
出効率が良くないために，赤色 3号等のタンパク質に染
着性の強いキサンテン系色素が，合成着色料の使用表示
があるにも関わらず検出されない事例が生じていた。そ
こで，抽出効率を向上させ，試料液を酸性にすることな
く精製する方法について検討した。

2　方　法
　2.1　試　料
　試料は合成着色料使用表示のない食品として，ふりか
け，無着色たらこ，かまぼこ，漬物，餅，さきいかを用
いた。合成着色料使用食品として，餅類，たらこを用いた。
　2.2　標準液および試薬
　2.2.1　標準品
　標準品として食品着色料検査試薬用対照試液Aセット
（東京化成工業㈱）を用いた。この全 12 色を混合したも
のを混合標準液とした。
　2.2.2　試薬および器具
　アセトニトリルは高速液体クロマトグラフィー用（関
東化学㈱）を用い，他の試薬類は特級試薬（関東化学㈱）
を用いた。試薬類の調製は「食品衛生検査指針　食品添
加物編　2003」1）に従い行った。

キーワード：食用酸性タール色素；抽出；精製；限外ろ過
Key words：Food Coal-Tar Dye；Extraction；Clean-up；Ultrafiltration

　色素の精製には，遠心式ろ過ユニットのアミコンウル
トラ－15（NMWL：100K）（日本ミリポア㈱）を用いた。
　2.3　装置および HPLC 条件
　装置及び定性分析は，表 1に示した条件で行った。
　2.4　検討内容
　2.4.1　検討用試料の調製
　合成着色料使用表示のない食品に混合標準液を試料換
算で各色素 10ppmとなるように添加し，一晩静置した
ものを試料とした。合成着色料使用食品はそのまま試料
とした。
　2.4.2　抽出および精製
　試料液調製方法の詳細を図 1に示した。色素の抽出に
は抽出効率の向上を図るため，バイオミキサーを用い，
抽出溶媒中で試料を粉砕抽出した（Ⅰ法）。Ⅰ法は 1検
体ずつの処理となるため，多検体処理によるコンタミ
ネーションを防ぎ，試料液調製時間を短縮するために，
超音波処理後振とう抽出（Ⅱ法）を合わせて検討した。
色素の精製には，試料液を酸性にする必要がない限外濾
過を用いた。

3　結果および考察
　3.1  混合標準液添加試料の色素回収率
　混合標準液を添加した食品のⅠ法及びⅡ法による各
色素の回収率（n=3）を表 2に示した。多くの色素はⅠ
法の回収率が高い傾向を示したが，キサンテン系色素

林　　都香　　千葉　美子　　栁　　　茂
山口　友美　　氏家　愛子　　濱名　　徹

表1　HPLC 条件

 
 

カラム TOSOH TSKgel ODS-80Ts（φ4.6×150mm）

流速 1.0 ml/min

カラム温度 40℃

注入量 20μl

移動相

　　グラジエント溶出

モニタリング波長

　　　　　  赤色105号（R105）， 赤色106号（R106）

420nm・・・黄色4号（Y4），黄色5号（Y5）

610nm・・・緑色3号（G3），青色1号（B1），青色2号（B2）

装置　：　(株)島津製作所製Prominenceシリーズ　PDA検出器付

A：0.01mol/l酢酸アンモニウム溶液 / B：アセトニトリル

A/B = 95/5 （0分） → A/B = 50/50 （30分） 

　　　　　  赤色102号（R102），赤色104号（R104），

520nm・・・赤色2号（R2），赤色3号（R3），赤色40号（R40），

     → A/B = 50/50 （35分）
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Ⅰ法 Ⅱ法 Ⅰ法 Ⅱ法 Ⅰ法 Ⅱ法 Ⅰ法 Ⅱ法 Ⅰ法 Ⅱ法 Ⅰ法 Ⅱ法

Y4 100    85    66    26    55    56    28    23    27    38    30    55    

Y5 72    49    61    55    52    53    57    50    71    40    61    54    

R2 93    58    95    59    100    100    140    110    140    83    100    85    

R3 19    21    57    59    4.4     5.9     7.0    11    55    60     7.7    16    

R40 73    50    62    57    49    50    55    45    71    46    62    56    

R102 66    46    28    12    48    48    58    48    77    48    57    49    

R104 21    23    56    60     3.1     4.7     6.9    13    56    67     7.4    17    

R105   6.5     9.0    42    54         0.74     1.3     0.67  2.8    36    65     2.2     7.4    

R106 71    52    65    61    43    45    49    39    66    49    56    54    

G3 69    48    64    58    43    45    49    36    67    55    59    56    

B1 66    47    64    59    41    43    47    34    66    53    54    53    

B2 68    35    56    53    81    81    83    73    100    48    68    49    

Ⅰ法：バイオミキサー抽出，　　Ⅱ法：超音波処理後振とう抽出

色素名

平均回収率〔%〕   (n=3)

ふりかけ 漬物 無着色たらこ かまぼこ 餅 さきいか

R3・R104・R105 はⅡ法の回収率が高かった。前述 3色
素はⅠ法，Ⅱ法とも高タンパク質食品における回収率が
低かったが，検出したピークのスペクトルと標準品のス
ペクトルの比較を行った結果，各色素特有のスペクトル
パターンが確認され，定性可能であった。これらの色素
がⅡ法で回収率が高い理由としては，試料と抽出溶媒の
接触時間が長いために，染着性の強い色素が抽出されや
すくなった可能性が考えられた。またⅠ法では，餅およ
びかまぼこで，R2 の回収率が 100％を大幅に超えてお
り，操作中に試料溶液が濃縮された可能性や，R102 か
ら付随色素として R2 が検出された可能性が考えられた
が，原因は不明であった。R2 は R102 の製造過程にお
いて副成することが知られている2）。
　3.2  市販食品の合成着色料の定性
　Ⅰ法及びⅡ法で，混合標準液を添加した食品から12
種類全ての色素が定性されたことから，合成着色料使用
の市販食品について，全体的に回収率の高かったⅠ法を
用いて検討を行った。たらこはⅠ法，Ⅱ法ともにキサン
テン系 3色素の回収率が低かったことから（表 2），「食
品衛生検査指針　食品添加物編　2003」1）の油脂食品の
前処理法をもとに抽出し，精製法をカラム精製から限外
濾過精製に変更し試料液を調製した（Ⅲ法）。詳細は図
2に示した。比較操作として従来法を行った。
　定性結果を表 3に示した。餅類，たらこ共に従来法に
より検出されなかった色素がⅠ法及びⅢ法により検出
された。さくら餅（使用色素：R3，R106）の従来法に
よる分析では，精製後の濃縮により R106 のみ検出され
たが，Ⅰ法を用いることで濃縮を行うことなく R106 と
R3 が検出された（図 3）。たらこNo.1（使用色素：R3，
R102，Y5）の従来法による分析では，R102 および Y5
が検出され，R3 が検出されなかったが（濃縮なし），Ⅲ
法によりR3 を含め 3色素全てが検出された（図 4）。こ
れらについては，それぞれ各色素特有のスペクトルパ
ターンにより当該色素であることが確認された。以上の
ことから，餅類やたらこ等の比較的定性困難な試料にお

表2　バイオミキサー抽出と超音波処理後振とう抽出の色素回収率の比較

図1　試料液の調製方法（Ⅰ法及びⅡ法）

図2　試料液の調製方法（たらこ）（Ⅲ法）

（Ⅰ法） （Ⅱ法）

5g 5g食品 食品

10mlアンモニア・エタノール溶液

バイオミキサー（ 超音波処理（ ）後振とう（ ）1min) 10min 5min

遠心分離（ × ， ）3,500 g 10min

上清分取

酢酸（ → ）を用いて中和10 50
pH6 8～

遠心式ろ過ユニットに移す

遠心分離（ × ， ）6,500 g 10min

ろ過膜を通過した着色試料液を分取

メンブランフィルター0.45 mµ

用試料液HPLC
 

 

5g食品（たらこ）

30ml石油エーテル

撹拌

残渣 石油エーテル層は捨てる

20mlアセトン

撹拌

遠心分離（ × ， ）600 g 5min

残渣 アセトン層

10mlアンモニア・エタノール溶液
濃縮

一晩放置

遠心分離（ × ， ）600 g 5min

アンモニア・エタノール層

合わせる

遠心分離（ × ， ）3,500 g 10min

上清分取

酢酸（ → ）を用いて中和10 50
pH6 8～

遠心式ろ過ユニットに移す

遠心分離（ × ， ）6,500 g 10min

ろ過膜を通過した着色試料液を分取

メンブランフィルター0.45 mµ

用試料液HPLC  
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いても，Ⅰ法及びⅢ法により色素の定性が可能であるこ
とが示された。

4　まとめ
　食用酸性タール色素の定性分析では，一部のキサンテ
ン系色素等で抽出効率が低く，精製過程で色素が析出し
定性困難になる問題が生じていた。食品中色素の抽出法
をバイオミキサー抽出（Ⅰ法）または超音波処理後振と
う抽出（Ⅱ法）及びたらこ等油脂の多い試料では油脂除
去操作を加えた抽出（Ⅲ法）に，精製法を限外濾過精製
に変更することにより良好な結果が得られた。これらの
方法を取り入れることにより，検査を正確かつ迅速・簡
便に行うことが可能となった。

参考文献
1）　「食品衛生検査指針　食品添加物編　2003」，厚生労
働省監修　㈳日本食品衛生協会
2）　「第 7版　食品添加物公定書解説書」，鈴木郁生，野
島庄七，谷村顕雄監修

表3　色素使用食品の色素定性分析結果
 

従来法 本法

さくら餅 R3，R106 濃縮後 R106 R3，R106

だいふく R3，R106 濃縮後 R3，R106 R3，R106

うぐいす餅 Y4，B1 濃縮後 Y4，B1 Y4，B1

たらこ　No.1 R3，R102，Y5 R102，Y5 R3，R102，Y5

たらこ　No.2 R102，R104，Y5 検出せず R102，R104，Y5

たらこ　No.3 R102，R104，Y5 R102，Y5 R102，R104，Y5

たらこ　No.4 R102，Y4，Y5 Y4 R102，Y4，Y5

たらこ　No.5 R102，R106，Y5 R102，R106，Y5 R102，R106，Y5

たらこ　No.6 R102，Y5 R102，Y5 R102，Y5

たらこ　No.7 R102，R106，Y5 R102，R106，Y5 R102，R106，Y5

たらこ　No.8 R102，Y5 R102，Y5 R102，Y5

たらこ　No.9 R3，R102，Y5 R102，Y5 R3，R102，Y5

たらこ　No.10 R102，Y5 R102，Y5 R102，Y5

たらこ　No.11 R3，R102，Y5 R102，Y5 R3，R102，Y5

試料 使用色素
検出色素

図4　たらこ No.1（使用色素：R3，R102，Y5）
着色試料液の HPLC クロマトグラム

図3　さくら餅（使用色素：R3，R106）　
　　　着色試料液の HPLC クロマトグラム
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平成 20年度収去食品検査（理化学検査）実績

Food Safety Survey Concerning Chemical Substances in 2008

Department of Chemical Pollution

　食品衛生法第 28 条に基づく食品等の収去検査（理化学検査）の平成 20 年度実施結果は表 1のとおりである。検体
900 件，総計 1,617 項目について検査を実施し，規格基準超過件数は，器具および容器包装 1件（蛍光物質）であった。

生　活　化　学　部

表1　平成 20 年度食品等収去検査実績
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サ
イ
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シ
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濃
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発
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窒
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過
酸
化
物
価

　
蛍
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物
質

　
重
金
属

　
混
濁
・
沈
殿
物

魚介類 生食用かき 56 56                 56    56       

　 生食用魚介類 10 13            2  6  6 5     5      

その他 7 7 4           3                

冷凍食品 6 7  1 1      6  6                 

魚介類加工品 魚肉練り製品 132 144 6 132 132      6 6                  

その他 51 110 28 25 25      20 20   16 10 10  11 11          

肉卵類及びその加工品 食肉製品 92 187 2 92 92      4  4  85    4  4         

生乳 25 50                           50

牛乳・加工乳 77 286                           286

乳製品 28 31  6 3   3                     25

アイスクリーム類・氷菓 24 48                           48

穀類及びその加工品 ゆで麺・生麺 52 57       37 15         5 5          

その他 12 22       5          17 3     14     

野菜・果物及びその加工品 つけ物 123 283 45 123 123      115 115                  

その他 69 101 3 88 40 23 25       2     8 1  7        

菓子類 生菓子 50 58 31 4 4              23 23          

清涼飲料水 22 87 7 23  14 9    9 9       48        40 8  

酒精飲料 3 6  3 3         3                

かん詰・びん詰・レトルト食品 1 1            1                

その他の食品 弁当・そうざい 10 10  10 10                         

その他 1 4  3 1 1 1    1 1                  

49 49                 49       49    

12 17  5 5      10  10      2       2    

900 1,617 126 510 434 38 35 3 42 15 161 151 10 11 101 16 10 6 226 43 4 7 56 5 14 49 40 8 409
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遺伝子組換えトウモロコシDAS59132 の分析について
Analysis of DAS59132 in corn using real-time PCR and PCR

Yoko KIYONO，Misako TAGIRI-ENDO，Toru HAMANA

1　はじめに
　安全性未審査の遺伝子組換えトウモロコシ（DAS 
59132）のリアルタイム定性 PCR を用いた分析法が，厚
生労働省から平成 20 年 6 月に示された。平成 20 年度に
国立医薬品食品衛生研究所が実施した安全性未審査の遺
伝子組換えトウモロコシ（Bt10 および DAS59132）の
外部精度管理調査に参加し，DAS59132 含有トウモロコ
シ粉末試料および DAS59132 陽性コントロールを入手
した。これらの試料を用いて，リアルタイム定性 PCR
および定性 PCR による分析を検討したので，報告する。

2　方　法
　2.1　試　料
　平成 20 年度外部精度管理検体（トウモロコシ粉末）
および平成 18 ～ 20 年に実施した買上検査検体（トウモ
ロコシ粒およびトウモロコシ加工品）を試料とした。
　平成 20 年度外部精度管理検体（トウモロコシ粉末）
はそのまま，買上検査検体のうちトウモロコシ粒はフー
ドプロセッサーで均質化したものを調製試料とした。ト
ウモロコシ加工品は木槌等で粉砕し，ポップコーンは 3
倍量の滅菌精製水を加え，その他の加工品は 2 倍量の滅
菌精製水を加えてフードプロセッサーで均質化したもの
を調製試料とした。
　2.2　方　法
　2.2.1　DNA抽出法
　DNA 抽出は，CTAB法1），2），シリカゲル膜タイプキット
法（QIAGEN DNeasy Plant Mini Kit 1）（以下 Mini Kit）， 
QIAGEN DNeasy Plant Maxi Kit 2）（以下 Maxi Kit））で
行い，1.25～10ng/µL の濃度に調製した。
　2.2.2　リアルタイム定性 PCR法
　厚生労働省通知法 1）に従った。
　2.2.3　定性 PCR法
　厚生労働省通知 1）（以下通知）に示されたトウモロコ
シ Bt10，CBH351 の検出法を参考にし，試薬量（表 1），
反応時間等を検討した。条件 A の反応時間は Bt10，条
件 B の反応時間は CBH351 の検出条件とした。
A：94℃10分→（94℃25秒→62℃30秒→72℃45秒）×40
　　　　　　　　　　　　　→ 72℃7分→ 4℃

キーワード：遺伝子組換え；トウモロコシ DAS59132；リアルタイム定性 PCR；定性 PCR
Key words：genetically modified（GM）；corn；DAS59132；real-time PCR；PCR

B：95℃10分→（95℃30秒→60℃30秒→72℃30秒）×40
　　　　　　　　　　　　　→ 72℃7分→ 4℃

3　結果および考察
　3.1　DNA抽出結果
　DNA 抽出結果を表 2 に示した。抽出した DNA が
PCR に適しているか否かは 260/280，260/230（260nm：
DNA 由来，280nm：タンパク質由来，230nm：糖質等
由来）の吸光度比が目安になる。精度管理検体，トウモ
ロコシ粒は加工度が低く，260/280 は通知に示されてい
る目安 1.7 以上であり，260/230 も 1.5 以上で，CTAB，
Mini Kit 両法ともにタンパク質，糖質等の不純物の少な
い DNA を抽出できた。これに対し，トウモロコシ加工
品では，260/280 は 1.7 以上だったが，260/230 は 0.18
～ 0.63 と 1 未満で，PCR に適していない可能性が予測
された。また，CTAB 法，Maxi Kit 法を比較すると，
260/230 は Maxi Kit 法がやや高く，CTAB 法よりは若
干質の良い DNA を抽出できたと思われた。
　3.2　リアルタイム定性PCR法および定性PCR法測定結果
　リアルタイム定性 PCR 法および定性 PCR 法測定結果

清野　陽子　　遠藤美砂子＊1 　濱名　　徹

表1　定性 PCR反応溶液（25µL/ 検体）

＊ 1　現　仙南保健所

 

ﾄｳﾓﾛｺｼ内在性遺伝子検出 
条件 A 

(μL) 

条件 B-1  B-2 

(μL)   (μL) 

25μmol/L ﾌﾟﾗｲﾏｰ対 Zein 0.6   0.2     0.2 

10×PCR Buffer Ⅱ 2.5   2.5     2.5 

2mM dNTP 2.0   2.5     2.5 

25mM MgCl2 1.5   1.5     1.5 

Ampli Taq Gold(0.8U)   0.16   0.125   0.125

滅菌水  13.24 15.675  13.175

10ng/μL DNA 5.0   2.5     5.0 
 

ﾄｳﾓﾛｺｼ DAS59132 検出 
条件 A 

(μL) 

条件 B-1  B-2 

(μL)   (μL) 

25μmol/L F ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.6   0.2     0.2 

25μmol/L R ﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.6   0.2     0.2 

10×PCR Buffer Ⅱ 2.5   2.5     2.5 

2mM dNTP 2.0   2.5     2.5 

25mM MgCl2 1.5   1.5     1.5 

Ampli Taq Gold(0.8U)   0.16   0.125   0.125

滅菌水  12.64 15.475  12.975

10ng/μL DNA 5.0   2.5     5.0 

条件 A:Bt10 測定条件を基本とした 

条件 B:CBH351 測定条件を基本とした 
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を表 3 に，定性 PCR 法における電気泳動結果を図 1 に
まとめた。リアルタイム定性 PCR においてトウモロコ
シ粉末（精度管理 A，B），トウモロコシ粒の内在性遺
伝子の Ct 値は 26.6 ～ 27.1 と良好だった。トウモロコシ
加工品，ポップコーンの Ct 値は 30.1 ～ 38.7 でトウモ
ロコシ粉末等より検出感度は低く検出限界を超えるも
のもあったが，加工品もリアルタイム定性 PCR に対応
できることを確認した。DAS59132 は H20 精度管理陽
性の精度管理 A のみ Ct 値 33.6 だったが，他は不検出

（undetermind）だった。
　定性 PCR における電気泳動は Bt10測定条件（条件A）

表2　DNA抽出結果

図1–1　定性 PCR電気泳動画像解析結果（条件A） 図1–2　定性 PCR電気泳動画像解析結果（条件 B–1）

表3　リアルタイム定性 PCR及び定性 PCR結果

 
抽出法 

収量 

μg 

    吸光度比  

260/280   260/230

ﾄｳﾓﾛｺｼ粒  

CTAB 

5.7 1.89      1.51 

ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品 

(2 検体) 

1.8～ 

   3.8 

1.97～    0.18～

 2.33 0.25

H20 精度管理 A 
Mini 

Kit 

9.6 1.87      1.60 

H20 精度管理 B 6.2 1.87      2.07 

ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 5.6 1.88      1.63 

ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ 

(11 検体) 

 

Maxi 

Kit 

1.5～ 

   7.6 

1.76～    0.44～

 2.14 0.68

ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品 

(9 検体) 

3.4～ 

  23.2 

1.79～    0.48～

 2.19 0.63

 

  

抽出法 

ﾘｱﾙﾀｲﾑ定性 PCR(Ct 値) 条件 A 条件 B-1 条件 B-2 

 内在性 

遺伝子 

DAS 

59132 

内在性

遺伝子

DAS

59132

内在性 

遺伝子 

DAS 

59132 

内在性

遺伝子

DAS

59132

1:H20 精度管理 A 
Mini 

Kit 

26.9 33.6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 

2:H20 精度管理 B 27.1 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

3:ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 26.6 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

4:ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品  37.8 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

5:ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ  32.0 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

6:ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ  36.8 UD ＋ － ＋ － ± － 

7:ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ  30.1 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

8:ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ Maxi 33.4 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

9:ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品 Kit 35.5 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

10:ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品  33.1 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

11:ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ  32.5 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

12:ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品  38.7 UD ＋ － ＋ － ± － 

13:ﾄｳﾓﾛｺｼ加工品  33.7 UD ＋ － ＋ － ＋ － 

Pd:陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ(DAS59132) 31.7 30.6  ＋  ＋  ＋ 

NTC(TE 溶液) UD UD       

Pz:陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ(Zein)  ＋  ＋  ＋  

N:DNA を加えない陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ － － － － － － 

NN:ﾌﾟﾗｲﾏｰ対を加ない陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ － － － 

M:ﾏｰｶｰ(50 ﾗﾀﾞｰ)        

                      UD:undetermind   検出:Ct 値 38 未満  +：検出   －：不検出 

　 　

　　　　

　

(DAS59132)

(内在性遺伝子) (内在性遺伝子)

(DAS59132)

M Pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NN M

M PZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N MM PZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N M

M Pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NN M

　 　

　　　　

　

(DAS59132)

(内在性遺伝子) (内在性遺伝子)

(DAS59132)

M Pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NN M

M PZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N MM PZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N M

M Pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NN M
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の方が CBH351 測定条件（条件 B–1）よりバンドが濃く，
良い結果が得られた。鋳型 DNAを条件Aに合わせ 5µL
とした条件 B–2 の結果は，条件 B–1 より悪かったため
今後の検討は条件 A で行うこととした（条件 B–2 の電
気泳動画像解析結果図は未掲載）。
　リアルタイム定性 PCR と定性 PCR の結果はよく対応
していた。 
　3.3　鋳型 DNA希釈測定結果
　外部精度管理で入手した DAS59132 陽性コントロー
ルプラスミド及び精度管理検体 A を TE 溶液で 2，3，8
倍に希釈した溶液について，リアルタイム定性 PCR 及
び定性 PCRを実施した結果を図 2 及び表 4 に示した。
精度管理検体 A の 8 倍希釈液は DNA 濃度約 1.2ng/µL
に相当するが，リアルタイム定性 PCR，定性 PCR 共に
検出が可能であった。

4　まとめ
　リアルタイム定性 PCR 法による DAS59132 トウモロ
コシの分析法のトウモロコシ加工品への適用を検討し，
併せて定性 PCR 法による分析を検討した。
　トウモロコシ加工品はトウモロコシ粉末に比し感度が
低いが，検討した加工品の殆どにおいてリアルタイム定

性PCR法における内在性遺伝子のCt値が38未満であり，
内在性遺伝子を検出できた。定性PCRにおいても目的と
する増幅DNAのバンドが確認でき，またその結果はリア
ルタイム定性PCRの結果と対応しており，定性 PCR 法に
よりDAS59132の測定が可能であることが示唆された。
　鋳型 DNA を希釈した溶液について実施したリアル
タイム定性 PCR 及び定性 PCR は内在性遺伝子，DAS 
59132 共に検出でき，DNA 濃度が薄くても PCR が可能
であることを確認した。
　DAS59132トウモロコシの分析は正式には厚生労働省
通知法に示されたリアルタイム定性 PCR 法によることに
なるが，緊急の場合への対応やある程度目安を付ける目
的で定性 PCR 法の適用が可能であることが示唆された。
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27 日付け食安発第 110 号（平成 20 年 6 月 18 日付け
食安発第 0618001 号により一部改正）

2）　JAS 分析試験ハンドブック｢遺伝子組換え食品検査・
分析マニュアル｣ 改訂第 2 版：平成 14 年 6 月 20 日独
立行政法人農林水産消費技術センター

表4　希釈溶液リアルタイム定性 PCR及び定性 PCR結果

図2　希釈溶液定性 PCR電気泳動解析結果

 ﾘｱﾙﾀｲﾑ定性 PCR 定性 PCR(条件 A) 

内在性 

遺伝子 

SSⅡb-3 

Ct 値 

組換え 

遺伝子

DAS59132 

Ct 値 

内在性 

遺伝子 

Zein 

組換え 

遺伝子

DAS59132 

1:DAS59132 陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ 1 倍希釈 32.5 30.9 ＋ ＋ 

2:DAS59132 陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ 2 倍希釈 33.0 31.1 ＋ ＋ 

3:DAS59132 陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ 4 倍希釈 34.1 32.2 ＋ ＋ 

4:DAS59132 陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙﾌﾟﾗｽﾐﾄﾞ 8 倍希釈 35.0 33.5 ＋ ＋ 

5:H20 精度管理ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 A 1 倍希釈 27.4 33.9 ＋ ＋ 

6:H20 精度管理ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 A 2 倍希釈 28.8 35.1 ＋ ＋ 

7:H20 精度管理ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 A 4 倍希釈 29.8 36.5 ＋ ＋ 

8:H20 精度管理ﾄｳﾓﾛｺｼ粒 A 8 倍希釈 30.8 37.9 ＋ ＋(薄) 

NTC(TE 溶液) undetermind undetermind  

Pz:陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ(Zein)  ＋  

Pd:陽性ｺﾝﾄﾛｰﾙ(DAS59132)   ＋ 

N:DNA を加えない陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ  － － 

NN:ﾌﾟﾗｲﾏｰ対を加えない陰性ｺﾝﾄﾛｰﾙ  － 

                    検出:Ct 値 38 未満      ＋:検出 －:不検出 

 

 M  Pz  1   2   3   4   5   6   7   8                     N NN M   M  1   2   3   4   5   6   7   8                      N  Pd M  

　

　

(内在性遺伝子) 　(DAS59132)

　

 M  Pz  1   2   3   4   5   6   7   8                     N NN M   M  1   2   3   4   5   6   7   8                      N  Pd M  

　

　

(内在性遺伝子) 　(DAS59132)
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化学物質による食中毒事例および食品苦情事例
Case Studies on Food Poisoning by Chemicals and Complaints against Food.

Yoshiko CHIBA，Kunika HAYASHI，Ikuko FUKUHARA
Shigeru YANAGI，Yumi YAMAGUCHI，Hiroshi HASEBE
Aiko UJIIE，Toru HAMANA

1　はじめに
　平成 20 年度に発生した化学物質・自然毒による食中
毒のうち，ヒスタミンによる食中毒事例および当部で取
り扱った苦情事例について報告する。
　
2　ヒスタミンによる食中毒
　2.1 事件の概要
　平成 21 年 2 月 26 日，気仙沼市内の診療所から気仙沼
保健所に，「本日昼食に弁当を食べた 4 名中 3 名が顔面
紅潮，動悸，発熱等，アレルギー様の食中毒症状を呈し
受診した。」との通報があった。
　さらに，同日夕方，同メニューの弁当を食べ，アレル
ギー様の食中毒症状を呈した新たな患者 1 名が上記診療
所を受診後，保健所に来所し相談があった。
　保健所で調査したところ，患者らは，2月26日の昼食
に気仙沼市内の飲食店で調理した弁当を食べていた。弁
当のメニューは，まぐろの竜田揚げあんかけ，レタス，
ほうれんそう胡麻かけ，漬け物，ごま塩ご飯であった。
患者 4 名に共通する食品がこの弁当のみであること，症
状および発症した時間がほぼ一致していることから，こ
の飲食店で調理した弁当が原因（ヒスタミンと推定）の
食中毒と断定した。
　2.2　試　料
　残食（患者宅保管品 1 件），まぐろスライス（飲食店
原材料 4 件）および患者嘔吐物 1 件。
　2.3　原因物質の確認と方法および結果
　患者がいずれも摂食直後から顔面紅潮，発熱，嘔吐等
のアレルギー様の症状を呈していることおよび摂食状況
から，原因物質としてヒスタミンが疑われた。そこで，
搬入された患者嘔吐物，残食（まぐろの竜田揚げあんか
け）およびまぐろ竜田揚げの原材料（まぐろスライス）
についてヒスタミンの分析を行った。なお，カダベリン，
チラミン，スペルミジン等の不揮発性アミン類について

キーワード：化学性食中毒；苦情；ヒスタミン
Key words：chemical food poisoning；complaint；histamine

も併せて分析を行った。
　分析は，食品衛生検査指針 理化学編 2005 の液体クロ
マトグラフ法（B）に準じて行い（図 1 参照），表 1 の条
件で測定した。
　その結果，残食から 240mg％（2,400ppm），患者嘔
吐物から 38mg％，飲食店原材料のまぐろスライスから
24，32，33，680mg％のヒスタミンが検出された。ヒス

千葉　美子　　林　　都香　　福原　郁子＊1

栁　　　茂　　山口　友美　　長谷部　洋＊2

氏家　愛子　　濱名　　徹

表1　HPLC 測定条件

図1　ヒスタミン測定のための前処理フロー

＊ 1　現　がんセンター
＊ 2　現　薬務課

10g 5.0ml試料 （ホモジナイザーカップ） 試料溶液

％トリクロロ酢酸 オクタンスルホン酸20 10ml 0.1M
5mlナトリウム溶液

150ml水
混和

ホモジナイズ（ ）15,000rpm×10min

（ ）水 Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1,000mg

l200 l 20に定容 洗浄 水

10g 5.0ml試料 （ホモジナイザーカップ） 試料溶液

％トリクロロ酢酸 オクタンスルホン酸20 10ml 0.1M
5mlナトリウム溶液

150ml水
混和

ホモジナイズ（ ）15,000rpm×10min

（ ）水 Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1,000mg

l200ml 20mに定容 洗浄 水

10ml溶出 メタノール・水
混和 （ ： ）6 4

溶出液
放置（ ）30min

減圧濃縮（ ℃以下，約 まで）40 1ml
ろ液

0.50ml内部標準溶液

10g 5.0ml試料 （ホモジナイザーカップ） 試料溶液

％トリクロロ酢酸 オクタンスルホン酸20 10ml 0.1M
5mlナトリウム溶液

150ml水
混和

ホモジナイズ（ ）15,000rpm×10min

（ ）水 Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1,000mg

l200ml 20mに定容 洗浄 水

10ml溶出 メタノール・水
混和 （ ： ）6 4

溶出液
放置（ ）30min

減圧濃縮（ ℃以下，約 まで）40 1ml
ろ液

0.50ml内部標準溶液

0.2g試料溶液 無水炭酸ナトリウム

％ダンシルクロライド・2
2mlアセトン溶液

水浴中加温 ℃， 時間（遮光下）45 2

10 0.5ml％プロリン溶液

10min振盪，放置

10g 5.0ml試料 （ホモジナイザーカップ） 試料溶液

％トリクロロ酢酸 オクタンスルホン酸20 10ml 0.1M
5mlナトリウム溶液

150ml水
混和

ホモジナイズ（ ）15,000rpm×10min

（ ）水 Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1,000mg

l200ml 20mに定容 洗浄 水

10ml溶出 メタノール・水
混和 （ ： ）6 4

溶出液
放置（ ）30min

減圧濃縮（ ℃以下，約 まで）40 1ml
ろ液

0.50ml内部標準溶液

0.2g試料溶液 無水炭酸ナトリウム

％ダンシルクロライド・2
2mlアセトン溶液

水浴中加温 ℃， 時間（遮光下）45 2

10 0.5ml％プロリン溶液

10min振盪，放置

5.0mlトルエン

1min強振盪

トルエン層分取

減圧濃縮（ ℃以下，遮光下）45

10g 5.0ml試料 （ホモジナイザーカップ） 試料溶液

％トリクロロ酢酸 オクタンスルホン酸20 10ml 0.1M
5mlナトリウム溶液

150ml水
混和

ホモジナイズ（ ）15,000rpm×10min

（ ）水 Sep-Pak Vac C18 Cartridge 1,000mg

l200ml 20mに定容 洗浄 水

10ml溶出 メタノール・水
混和 （ ： ）6 4

溶出液
放置（ ）30min

減圧濃縮（ ℃以下，約 まで）40 1ml
ろ液

0.50ml内部標準溶液

0.2g試料溶液 無水炭酸ナトリウム

％ダンシルクロライド・2
2mlアセトン溶液

水浴中加温 ℃， 時間（遮光下）45 2

10 0.5ml％プロリン溶液

10min振盪，放置

5.0mlトルエン

1min強振盪
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残渣

1.0mlアセトニトリル
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Flow rate
Oven temp.
Injection size

acetonitrile-H2O (65:35)
1.0mL/min
40℃
10μL

Detector Fluorescence  (Ex)325nm , (Em)525nm

  HPLC conditions
Column Finepak SIL C18T-5 (250×4.6mm)
Eluent
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タミン以外の不揮発性アミン類は，カタベリンが残食
およびヒスタミン濃度の高かったまぐろスライスから
1.5mg％，7.0mg％検出され，チラミンも残食から 3.9mg％
検出された。
　2.4　考　察
　ヒスタミンによる最小中毒量は 100mg％といわれて
おり，残品のまぐろ竜田揚げから 240mg％と中毒発症
濃度のヒスタミンが検出されたことにより，本事例はヒ
スタミンによる食中毒と断定された。なお，60 食提供
されていたにもかかわらず，発症者数が 6 名と少なかっ
たのは，まぐろスライス（原材料）のヒスタミン含量の
違いによるものと考えられた。ヒスタミンによる食中
毒は，不適切な温度管理により増殖した，Morganella 
morganii 等のヒスチジン脱炭酸酵素産生菌によって，
まぐろやかつお，さばなどの赤身魚中の遊離ヒスチジン
からヒスタミンが生成されることにより発生する。その
ため，本事例でも各流通段階から摂食に至るまでのいず
れかの過程で，ヒスタミン生成菌に汚染されたまぐろが，
ヒスタミンが蓄積される温度条件下に置かれたことが原
因であると推定された。
　平成 20 年における全国でのヒスタミンによる食中毒
発生件数は 22 件，患者数は 462 人に上っており，平成
15 年から 19 年の各年平均発生件数約 10 件，平均患者
数約 150 人を大幅に上回っている。宮城県では，過去 5 ヶ
年で平成 15 年，16 年，18 年に各 1 件ずつ（いずれも仙
台市）の発生であったが，当所でも昨年度以降，他自治
体で発生したヒスタミンによる食中毒の原因食品関連調
査を実施するなど，ヒスタミンの検査件数が増加傾向に
ある。

3　魚介類乾製品に混入した異物
　3.1　苦情の概要
　消費者が，魚介類乾製品（てっぽういか）を摂食しよ
うと開封したところ，包装パック中に白髪状のものが混
入していたため，保健所に届け出た。異物はほかに蜘蛛
の巣状の固まりもあったが廃棄されていた。
　保健所の調査により，当該製品は，製造所からダン
ボール箱で直接納品され，小分け業者で小分けパックさ
れるため，購入場所での混入は考えられないことから，
混入場所は，製造所および小分け事業所のどちらかと考
えられた。そこで，小分け事業所の立ち入り検査を実施
したが，異物の同定，混入原因の特定には至らなかった。
　3.2　試　料
　個包装パック中の混入異物
　3.3　検査方法および結果
　異物は長さ約 10cm，幅 0.3mm の白色繊維であった。
顕微鏡で観察したところ，人毛および獣毛の特徴は見ら
れず，むしろ化学繊維に近い特徴が見られた。そこで，
保有していたポリプロピレン製のひもと比較したところ
非常に類似していたため，FT-IR による分析を行った。

　その結果，異物（図 2 参照）およびポリプロピレン
製のひも（図 3 参照）の両方に，2839cm–1，1377cm–1，
1304cm–1，1255cm–1，997cm–1，841cm–1 で共通の吸収が
見られた。また，2955，1455，1165，1970cm–1 付近で 1
～ 3cm–1 違いのスペクトルが両方にみられ，重ね合わせ
ると良好な一致が得られた。共通 10 ピークの吸光強度
の相関は，r=0.92 であり，類似度が高いことから，混
入異物はポリプロピレン製の繊維と推定され，梱包材と
して使用していたひもが，小分け作業中に何らかの原因
で混入したものと推定された。なお，異物のスペクトル
と毛髪とのスペクトルを比較したところ，類似性は非常
に低かった。

図2　混入していた異物のスペクトル

図3　ポリプロピレン 100％ひものスペクトル

図4　毛髪のスペクトル 3）



－ 106 －

4　その他
　4.1　食中毒関連および食品苦情等に関わる検査
　平成 20 年度に県内各保健所へ寄せられた，食品に起
因する有症苦情，無症苦情などのうち理化学的検査が必
要とされたものの検査事例については表 2 のとおりで
あった。最近では，食品等への農薬混入事件などから，
消費者の食の安全に対する意識が高まり，当所での検査
件数も増加している。

参考文献
1）　厚生労働省監修“食品衛生検査指針・理化学編”日

本食品衛生協会，2005
2）　浦口宏二，伊東拓也，高橋健一：道衛研所報，55，

89–92（2005）
3）　田隅三生編：“FT–IR の基礎と実際”，（1986），（化

学同人）

表2　食中毒関連および食品苦情等に関わる検査

食品名 件数 検査項目 検査結果 概　　要

清涼飲料水
（紙パックジュース）

1
pH，総水銀，アジ化ナトリウム
シアン，ヒ素，農薬（254農薬）

pH 4.0
その他はすべて検出せず

飲食時に薬味感。しばらくして舌にピリピリ感。腹痛，吐き気，頭痛にて受診。医
師の指示により検査。

冷凍いんげん 2 有機リン系農薬（58農薬） 検出せず
中国産冷凍いんげんから殺虫剤が検出と報道されたことによる有症苦情。1件
は報道と同一ロット，残りの1件は別ロット品。

食品名 件数 検査項目 検査結果 概　　要

清涼飲料水
（紙パックジュース）

1
pH，総水銀，アジ化ナトリウム
シアン，ヒ素，農薬（254農薬）

pH 4.0
その他はすべて検出せず

飲食時に薬味感。しばらくして舌にピリピリ感。腹痛，吐き気，頭痛にて受診。医
師の指示により検査。

冷凍いんげん 2 有機リン系農薬（58農薬） 検出せず
中国産冷凍いんげんから殺虫剤が検出と報道されたことによる有症苦情。1件
は報道と同一ロット，残りの1件は別ロット品。

いわしすりみ 1 ヒスタミン（簡易キット） 検出せず 他県からの食中毒関連調査依頼に基づき検査。

海鮮松前漬け
（醤油漬け）

1
pH，アジ化ナトリウム，シアン

ヒ素，農薬（簡易キット23農薬）
pH 6～7

その他はすべて検出せず

通信販売にて購入した当該商品を摂食，味がおかしいような気がした。翌日，胃
のむかつきがあったが，3食に当該商品を摂食。翌々日，胃のむかつきはあった
が3食に当該製品を摂食。夕食後，嘔吐，水様性下痢。症状緩和後（発症から4
日後）届出。

食品名 件数 検査項目 検査結果 概　　要

清涼飲料水
（紙パックジュース）
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冷凍いんげん 2 有機リン系農薬（58農薬） 検出せず
中国産冷凍いんげんから殺虫剤が検出と報道されたことによる有症苦情。1件
は報道と同一ロット，残りの1件は別ロット品。

いわしすりみ 1 ヒスタミン（簡易キット） 検出せず 他県からの食中毒関連調査依頼に基づき検査。

海鮮松前漬け
（醤油漬け）

1
pH，アジ化ナトリウム，シアン

ヒ素，農薬（簡易キット23農薬）
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のむかつきがあったが，3食に当該商品を摂食。翌々日，胃のむかつきはあった
が3食に当該製品を摂食。夕食後，嘔吐，水様性下痢。症状緩和後（発症から4
日後）届出。

穴子蒲焼き 2 農薬（簡易キット23農薬） 検出せず
家族6名中，穴子を喫食した3名が嘔吐，腹痛，下痢の症状を発症した食中毒が
発生した。共通食材が，中国産穴子蒲焼きであったため，農薬の検査依頼が
あった 1件は 同 ロット店頭在庫

生のり 1
酸性タール色素

（食品衛生法許可12色素）
検出せず

他県の販売店で購入した当該製品を翌日みそ汁に入れて喫食しようとしたとこ
ろ，みそ汁が赤色を呈したため，着色料使用の可能性を疑い検査。

食品名 件数 検査項目 検査結果 概　　要

清涼飲料水
（紙パックジュース）

1
pH，総水銀，アジ化ナトリウム
シアン，ヒ素，農薬（254農薬）
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その他はすべて検出せず

飲食時に薬味感。しばらくして舌にピリピリ感。腹痛，吐き気，頭痛にて受診。医
師の指示により検査。

冷凍いんげん 2 有機リン系農薬（58農薬） 検出せず
中国産冷凍いんげんから殺虫剤が検出と報道されたことによる有症苦情。1件
は報道と同一ロット，残りの1件は別ロット品。

いわしすりみ 1 ヒスタミン（簡易キット） 検出せず 他県からの食中毒関連調査依頼に基づき検査。

海鮮松前漬け
（醤油漬け）

1
pH，アジ化ナトリウム，シアン

ヒ素，農薬（簡易キット23農薬）
pH 6～7

その他はすべて検出せず

通信販売にて購入した当該商品を摂食，味がおかしいような気がした。翌日，胃
のむかつきがあったが，3食に当該商品を摂食。翌々日，胃のむかつきはあった
が3食に当該製品を摂食。夕食後，嘔吐，水様性下痢。症状緩和後（発症から4
日後）届出。

穴子蒲焼き 2 農薬（簡易キット23農薬） 検出せず
家族6名中，穴子を喫食した3名が嘔吐，腹痛，下痢の症状を発症した食中毒が
発生した。共通食材が，中国産穴子蒲焼きであったため，農薬の検査依頼が
あった。1件は，同一ロット店頭在庫。

生のり 1
酸性タール色素
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検出せず

他県の販売店で購入した当該製品を翌日みそ汁に入れて喫食しようとしたとこ
ろ，みそ汁が赤色を呈したため，着色料使用の可能性を疑い検査。

清涼飲料水
（ミネラルウォーター）

2
pH，エタノール
VOC（54項目）

pH 6.9，エタノール検出
VOC54物質は検出せず

旅行中に当該商品（ペットボトル）を購入し，開封するまで自宅冷蔵庫で保管。
開封して一口飲んだところ，異臭（アルコール臭）と酸味を感じた。健康被害は
無し。1件は，同一商品。

清涼飲料水
（紙パックジュース）

1
VOC（54項目）

農薬（簡易キット23農薬）
アルコール類，ケトン類，エステル類検出

農薬は検出せず
子供が紙パックにストローを差して，一口飲んだところ味が変だった。両親，祖
母が味見したところセメダイン臭を感じた。

食品名 件数 検査項目 検査結果 概　　要
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開封して一口飲んだところ，異臭（アルコール臭）と酸味を感じた。健康被害は
無し。1件は，同一商品。

清涼飲料水
（紙パックジュース）

1
VOC（54項目）

農薬（簡易キット23農薬）
アルコール類，ケトン類，エステル類検出

農薬は検出せず
子供が紙パックにストローを差して，一口飲んだところ味が変だった。両親，祖
母が味見したところセメダイン臭を感じた。
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枝分かれ試験による残留農薬一斉分析法のバリデーション

Validation on Simultaneous analysis Method of Residual Pesticides by Nested Experiments

Aiko UJIIE，Hiroshi HASEBE，Ikuko FUKUHARA    
Toru HAMANA

1　はじめに
　厚生労働省通知 1）で示された残留農薬等の一斉分析
法（以下通知法）を使用せず，試験機関独自で開発した
方法（通知法と同等以上の方法）により残留農薬等の分
析を実施する場合，この試験法の妥当性を評価するガイ
ドラインが平成 19 年 11 月の厚生労働省通知 2）により
示された。当所では，通知法が出される以前から一斉分
析法として，アセトニトリル抽出－ SAX/PSA カラム
精製法 3–7）を基軸とした分析法の検討・改良を進めて来
ており，この一斉分析法（以下現行法）について枝分か
れ試験による妥当性評価を行った。

2　実験方法
　2.1　試　料
　標準添加回収試験用試料には，葉緑素の多い野菜から
ブロッコリーを，イオウを含む野菜からはくさいを，い
も類からばれいしょを，果実からバナナを使用した。
　2.2　試料溶液調製
　均一化した試料各 20g に，測定対象とした 344 農薬
混合標準溶液 1µg/ml を 0.2ml（試料換算濃度 0.01ppm）
添加して約 30 分放置したのち，分析に供した。現行法
により，野菜類はアセトニトリル（1 回目：50ml，2 回目：
25ml）抽出後，GL–Pak Carbograph（ジーエルサイエ
ンス社製：500mg）及び Bond Elut SAX/PSA（バリア
ン社製：各 500mg）で精製した後，溶出液を濃縮乾固し
てアセトン2mlに溶解しGC/MS試料溶液とした。また，
この溶液 100µl を分取し窒素を吹きかけアセトンを留去
したのち，メタノール1ml に溶解して LC/MS/MS 試料
溶液とした 5）。果実類はアセトニトリル /0.1M–NaHCO₃
溶液で抽出・分配（試料溶液を中性付近に調製）したの
ち 6），精製操作以下同様に試料溶液を調製した。
　2.3　装置及び測定条件
　現行法のとおり 5）。
　2.4　枝分かれ試験
  ばれいしょ及びはくさいへの添加回収試験は，2 名が

キーワード：残留農薬；一斉分析法；バリデーション；枝分かれ試験
Key words：Pesticide residue；Simultaneous analysis Method；Validation；Nested Experiment

1 日 2 回の併行試験を 3 日間実施し，ブロッコリー及び
バナナへの添加回収試験は，3 名が 1 日 2 回の併行試験
を 2 日間実施して行った。ガイドライン 2） に示す一元
配置分散分析により平均回収率，併行精度（RSD％）及
び室内精度（RSD％）を求め，それぞれの目標値を満足
するか否か評価を行った。試験は，一律基準値と同じ試
料換算濃度 0.01ppm で実施したため，ガイドラインの
目標値は「平均回収率 70 ～ 120％，併行精度 25％未満
及び室内精度 30％未満」である。定量はマトリックス
マッチング検量線を用いて行った。

3　結　果
　ブロッコリー，はくさい，ばれいしょ及びバナナの平
均回収率，併行精度及び室内精度を表 1 に示した。表
中の分析機器欄の 1 は GC/MS–SCAN 分析または GC/
MS–SIM 分析で，2 は LC/MS/MS–MRM 分析で定量を
行った農薬である。
　アザメチホス，アセフェート，ジクロルボス及びナレ
ド，ニテンピラム，ベンフラカルブ，オキシカルボキシ
ン，クロロタロニル，ジクロメジン，チオファネート及
びチオファネートメチル，プロベナゾール，ホルペット，
イソキサフルトール，シクロキシジムの 13 農薬は 4 品
目全ての添加回収試験で目標値を満足せず，現行法では
分析できない農薬であった。4 品目のいずれかの品目で
の添加回収試験で目標値を満足した農薬は，表 1 に網掛
けで示した農薬のうち前述した 13 農薬を除いたアジン
ホスメチル等 56 農薬であり，4 品目全てで目標値を満
足した農薬は 275 農薬であった。各品目毎にみると，ブ
ロッコリーでは 315 農薬，はくさいでは 311 農薬，ばれ
いしょでは 297 農薬及びバナナでは 305 農薬がガイドラ
インの目標値を満足していた。また，併行精度及び室内
精度の平均値＋－標準偏差（σ）を計算すると，ブロッ
コリーではそれぞれ 2.7＋－2.0％及び 6.0＋－3.5％（315 農
薬），はくさいでは 3.0＋－1.8％及び6.2＋－2.2％（311 農薬），
ばれいしょでは 3.1＋－2.1％及び 5.4＋－4.0％（297 農薬）
及びバナナでは 2.5＋－2.2％及び 6.0＋－3.6％（305 農薬）
であり，併行精度及び室内精度共に分析精度は良好で
あった。

氏家　愛子　　長谷部　洋＊1　福原　郁子＊2       
濱名　　徹

＊ 1　現　薬務課
＊ 2　現　がんセンター
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4　まとめ
　代表作物 4 品目を使用した枝分かれ試験により，275
農薬が全部の品目で，56 農薬がいずれかの品目でガイ
ドライン目標値を満足し，331 農薬の分析法として現行
法が妥当であると評価することができた。4 品目でのガ
イドライン目標値を満足した農薬数は，297 ～ 315 農薬
であり品目により20 種類程度の差を生じた。これは，
分析対象品目の性状やマトリックスの違いによるもので
あり，今後も，品目数を増やした枝分かれ試験のデータ
を蓄積していく必要があると考えられる。また，これを
踏まえ，代表する作物では回収率が良好であっても，当
所 SOP に規定するとおり，残留農薬分析と併行して対
象品目毎の添加回収試験（n＝1）を実施し，回収率を
確認した上で定量を行うことが望ましいと考えられる。
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表1　枝分かれ試験による添加回収試験の平均回収率，併行精度及び室内精度

BHC 1 88 1.6 5.2 89 1.1 4.1 88 1.9 2.8 90 1.1 4.5
DDT 1 90 1.9 4.2 91 2.1 4.1 94 2.2 2.9 87 1.9 4.6
EPN 1 89 1.7 5.9 92 1.3 5.7 98 2.1 4.6 85 1.5 5.1
EPTC 1 35 5.1 41 76 3.0 3.8 25 20 37 66 2.7 8.2
XMC 1 88 5.0 5.3 97 7.7 6.6 90 6.3 4.6 90 9.3 6.9
γ-BHC 1 88 1.8 4.9 92 1.9 4.9 87 1.8 5.5 91 1.0 3.9
ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ 1 86 2.0 5.8 79 2.5 12 94 2.9 6.9 69 3.0 7.3
ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 1 88 1.7 5.1 91 1.3 4.2 89 2.2 3.5 89 1.4 4.7
ｱｻﾞﾒﾁﾎｽ 2 71 29 27 69 8.1 14 63 4.9 13 58 18 21
ｱｼﾞﾝﾎｽｰﾒﾁﾙ 2 100 19 17 96 17 20 170 23 54 98 8.2 9.3
ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 2 94 4.6 6.0 94 1.6 7.1 95 4.4 4.4 93 4.4 9.3
ｱｾﾄｸﾛｰﾙ 1 91 1.5 6.3 94 1.4 9.0 91 2.4 5.0 90 2.3 5.1
ｱｾﾌｪｰﾄ 1 55 4.3 24 5.5 6.7 240 41 6.4 46 24 11 56
ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 2 92 4.1 3.9 89 4.1 5.9 91 4.9 5.0 85 4.1 5.3
ｱﾄﾗｼﾞﾝ 1 90 2.9 5.0 94 1.3 3.8 93 1.7 3.1 92 1.9 4.5
ｱﾆﾛﾎｽ 2 103 6.0 7.1 97 3.9 12 100 11 12 97 4.8 5.7
ｱﾊﾞﾒｸﾁﾝ 2 83 6.2 7.0 80 5.7 7.3 86 5.4 12 82 9.0 11
ｱﾐﾄﾗｽﾞ 1 47 2.5 26 61 4.2 12 59 11.1 17 75 1.3 4.1
ｱﾒﾄﾘﾝ 1 91 3.1 4.7 93 1.7 5.2 95 1.9 3.6 90 0.6 4.5
ｱﾗｸﾛｰﾙ 1 88 2.4 4.9 94 2.5 4.7 94 2.6 5.3 91 0.8 5.5
ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ 2 2 62 170 44 5.2 92 57 9.9 17 81 8.8 8.9
ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞ 2 77 9.3 11 84 6.5 8.9 62 6.4 22 87 7.1 6.3
ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞｽﾙﾎｷｼﾄﾞ 2 88 4.9 4.0 82 5.1 17 100 2.2 7.4 89 16 33
ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞｽﾙﾎﾝ 2 87 5.0 4.9 94 8.6 9.1 100 3.7 6.3 92 16 28
ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ 1 86 2.3 5.5 93 1.1 6.7 85 2.0 2.5 85 1.4 2.9
ｱﾚｽﾘﾝ 1 92 1.6 4.4 93 1.1 4.3 90 1.8 1.8 89 1.2 3.9
ｲｻｿﾞﾎｽ 1 86 3.0 4.9 96 1.9 3.7 93 1.9 2.4 94 1.0 3.3
ｲｿｷｻﾁｵﾝ 1 91 2.3 6.9 91 1.2 5.2 87 2.2 3.2 80 3.5 5.6
ｲｿｷｻﾌﾙﾄｰﾙ 2 52 11 15 60 5.3 10 59 6.6 18 57 4.3 12
ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 1 88 2.4 7.9 92 1.4 4.0 91 1.8 3.5 89 0.9 3.7
ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 1 87 2.8 3.7 92 0.9 2.8 88 2.8 4.9 90 1.2 3.6
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 1 92 2.3 4.4 99 1.7 3.7 94 3.2 4.3 89 2.6 7.1
ｲﾅﾍﾞﾝﾌｨﾄﾞ 2 89 4.9 7.2 27 22 85 5 31 140 85 6.6 12
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 2 88 5.7 15 72 5.9 9.1 81 15 16 75 5.7 16
ｲﾌﾟﾛﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞ 2 110 7.7 6.1 108 3.4 5.6 98 5.0 6.5 100 4.4 8.3
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 1 90 2.4 6.0 94 2.0 5.5 94 2.7 3.9 91 1.1 5.9
ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ 1 83 1.9 9.1 92 1.7 3.7 85 2.3 3.7 83 2.1 4.1
ｲﾏｻﾞﾘﾙ 1 71 1.5 5.0 53 37 130 75 2.2 3.1 67 2.1 3.8
ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ 1 28 5.5 27 73 1.9 9.9 25 12 39 60 1.5 8.6
ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 2 97 9.4 14 97 3.6 5.1 93 9.9 16 100 3.5 7.8
ｲﾐﾍﾞﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 2 97 3.9 5.0 92 4.6 8.0 92 4.5 4.2 94 4.3 6.7
ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ 1 91 1.9 4.1 94 2.2 5.9 93 3.6 4.5 88 2.0 4.7
ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ 2 91 4.6 7.4 90 4.3 8.0 91 5.3 5.4 82 5.7 7.4

室内精度
RSD(%)

ブロッコリー
回収率
(%)

併行精度
RSD(%)

室内精度
RSD(%)

室内精度
RSD(%)

農薬名
分析
機器

はくさい
回収率
(%)

併行精度
RSD(%)

室内精度
RSD(%)

ばれいしょバナナ
回収率
(%)

併行精度
RSD(%)

回収率
(%)

併行精度
RSD(%)
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ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP 1 87 2.3 4.9 89 1.2 4.4 94 1.7 2.4 88 1.1 5.1
ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ 1 87 2.6 4.2 91 1.8 5.0 92 2.3 1.9 88 2.0 3.6
ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ 1 85 2.6 6.1 90 1.6 6.0 78 2.6 5.6 85 1.7 4.3
ｴﾁｵﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 2 47 9.6 11 70 5.7 29 45 23 56 53 13 11
ｴﾁｵﾝ 1 91 2.0 6.0 93 2.4 5.6 97 2.2 3.8 86 1.3 4.7
ｴﾁｸﾛｾﾞｰﾄ 1 85 2.2 6.9 90 1.4 5.3 82 1.9 4.6 36 2.8 13
ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ 2 107 3.6 5.3 100 4.1 6.2 95 7.4 10 99 5.4 10
ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ 1 89 2.9 5.9 96 1.5 2.1 100 2.3 3.5 89 1.6 5.5
ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ 1 91 3.0 7.8 96 1.1 3.7 87 1.5 5.4 89 1.8 3.9
ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 2 100 4.4 8.2 95 3.6 10 100 6.2 9.2 100 2.8 4.6
ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ 1 96 2.3 4.5 91 1.5 3.0 98 1.2 4.2 94 0.8 4.0
ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ 1 87 2.3 5.7 94 1.7 2.5 87 4.5 6.5 92 1.3 3.6
ｴﾄﾍﾞﾝｻﾞﾆﾄﾞ 2 36 12 35 37 12 40 31 40 56 75 2.8 7.3
ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ 1 48 6.4 22 80 2.3 6.2 30 22 61 73 4.9 7.2
ｴﾄﾘﾑﾎｽ 1 87 4.0 5.7 92 1.5 3.6 88 1.4 5.6 91 2.2 4.4
ｴﾎﾟｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ 1 92 2.0 7.6 62 9.5 49 91 2.6 3.7 79 3.2 6.1
ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ 1 89 1.0 5.5 91 0.7 3.2 88 1.6 1.9 84 1.0 21
ｴﾝﾄﾞﾘﾝ 1 90 2.3 6.5 91 1.4 4.6 88 2.0 3.7 87 2.1 4.8
ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ 1 89 1.9 4.5 94 2.5 4.8 95 2.7 7.1 87 1.9 3.1
ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ 1 91 1.7 5.3 100 0.9 2.8 97 1.9 2.0 95 1.0 4.2
ｵｷｻﾍﾞﾄﾘﾆﾙ 1 90 2.5 4.8 96 1.2 4.9 92 2.3 3.5 93 0.8 4.5
ｵｷｻﾐﾙ 2 110 6.2 14 87 8.3 16 99 4.4 11 120 28 33
ｵｷｼｶﾙﾎﾞｷｼﾝ 2 64 10 14 67 5.0 11 56 4.8 32 61 6.2 13
ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ 1 94 2.2 6.3 91 2.2 5.5 87 2.9 4.0 82 1.8 5.0
ｵﾒﾄｴｰﾄ 2 78 3.8 3.8 73 2.6 11 88 3.0 5.1 95 4.0 6.4
ｵﾘｻﾞﾘﾝ 2 97 2.9 6.3 87 5.0 6.8 87 7.2 7.8 87 5.6 11
ｵﾙﾄﾌｪﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 1 87 2.7 4.2 86 1.4 4.6 73 4.1 8.5 94 1.6 4.1
ｶｽﾞｻﾎｽ 1 83 3.5 13 96 1.2 4.3 91 3.4 5.6 94 1.2 2.8
ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ 1 88 2.4 7.6 75 2.0 4.4 88 2.4 4.5 76 3.5 5.7
ｶﾙﾊﾞﾘﾙ 2 90 3.8 5.0 90 4.2 8.3 96 3.4 9.0 96 3.0 4.5
ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ 1 91 2.7 7.3 91 2.9 5.4 99 3.6 7.7 86 3.3 7.8
ｶﾙﾍﾞﾀﾐﾄﾞ 1 96 1.9 4.7 99 1.0 3.5 90 1.4 3.2 75 8.2 120
ｶﾙﾎﾞｷｼﾝ 1 31 10 18 76 6.7 21 49 19 32 51 9.8 7.4
ｶﾙﾎﾞﾌｪﾉﾁｵﾝ 1 92 2.2 4.4 92 2.8 4.0 100 1.9 1.9 85 1.3 4.7
ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ 1 100 2.0 5.0 100 0.8 1.2 99 1.0 1.4 97 1.3 6.0
ｷｻﾞﾛﾎｯﾌﾟｴﾁﾙ 2 83 5.1 5.9 81 3.5 6.2 78 5.9 9.4 81 6.6 11
ｷﾅﾙﾎｽ 1 89 2.5 4.1 90 1.6 3.3 89 1.6 4.1 89 0.5 4.7
ｷﾉｷｼﾌｪﾝ 1 89 2.5 4.2 87 2.1 6.3 91 2.3 2.5 84 2.1 3.8
ｷﾉｸﾗﾐﾝ 1 90 2.3 5.4 90 0.9 4.1 86 1.2 2.3 93 1.0 3.1
ｷｬﾌﾟﾀﾝ 1 33 3.0 110 67 2.2 4.9 74 2.1 3.5 0 - -
ｷﾝﾄｾﾞﾝ 1 82 2.6 5.1 87 1.8 6.1 76 2.6 12 80 1.9 22
ｸﾐﾙﾛﾝ 2 98 4.0 5.1 93 3.5 7.2 95 3.2 3.7 100 2.3 4.5
ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ 1 89 2.2 4.4 93 1.9 4.8 92 2.8 3.3 87 1.1 4.2
ｸﾛｷﾝﾄｾｯﾄﾒﾍｷｼﾙ 2 110 4.1 5.7 101 4.1 6.0 105 5.2 5.4 110 3.1 5.4
ｸﾛﾌｪﾝﾃｼﾞﾝ 2 76 4.8 5.1 79 3.5 5.5 30 26 87 76 5.8 11
ｸﾛﾏｿﾞﾝ 1 89 3.1 6.2 93 1.3 3.7 88 2.6 3.2 89 1.4 3.6
ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 2 99 4.2 5.0 92 3.6 11 96 5.3 8.9 94 3.1 6.8
ｸﾛﾒﾄｷｼﾆﾙ(X-52) 1 94 1.7 6.8 91 1.5 3.9 97 3.2 3.2 82 2.1 5.0
ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ 2 85 4.9 7.0 92 5.2 6.5 87 5.4 8.1 83 5.7 22
ｸﾛﾘﾀﾞｿﾞﾝ 1 88 1.9 6.1 83 2.0 7.2 88 2.9 2.7 81 2.1 6.0
ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ 1 88 3.3 6.3 91 1.9 6.1 92 1.4 3.9 92 1.9 3.6
ｸﾛﾙﾃﾞﾝ 1 88 2.6 4.6 89 2.2 4.3 93 2.0 3.8 87 1.5 4.7
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) 1 92 2.7 6.3 94 2.3 4.8 88 2.8 4.1 82 3.4 6.2
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 1 89 2.8 6.0 96 1.4 6.2 94 2.9 5.0 90 2.2 5.2
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ 1 87 1.5 5.4 90 1.7 4.0 87 2.5 2.7 89 2.1 4.2
ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 1 90 2.1 6.4 93 1.2 5.6 92 1.5 2.6 88 1.9 3.2
ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ 1 91 2.5 7.3 93 1.4 3.6 91 2.3 2.9 87 1.9 4.5
ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ 1 90 2.7 4.7 91 1.3 4.6 92 3.2 4.3 86 1.8 4.3
ｸﾛﾙﾌﾞﾌｧﾑ 1 92 1.7 6.9 98 1.0 1.7 87 1.5 3.3 86 1.0 4.2
ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ 2 76 8.5 17 74 5.0 21 71 7.6 21 100 3.0 4.6
ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ 1 89 2.6 3.4 97 1.5 3.2 99 1.8 4.4 89 2.5 4.8
ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞﾄﾞ 1 89 2.4 4.0 89 1.2 4.2 87 1.0 1.9 93 1.0 4.9
ｸﾛﾛｸｽﾛﾝ 1 45 3.8 20 82 4.4 14 84 1.5 3.7 75 2.0 4.4
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 1 0 - - 15 170 160 23 66 140 0 - -
ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 1 74 3.4 6.6 87 1.1 4.1 58 11 27 89 1.1 4.5
ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ 1 91 2.3 3.1 92 1.9 3.4 96 2.3 3.9 89 2.0 5.2
ｼｱﾅｼﾞﾝ 1 110 1.4 16 93 1.4 5.1 88 2.4 2.8 86 1.6 4.3
ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ 1 89 1.9 7.7 90 1.5 5.4 99 1.7 3.3 87 1.4 6.6
ｼｱﾉﾎｽ 1 88 2.6 6.8 90 1.9 3.7 88 2.8 4.2 89 1.6 3.4
ｼﾞｳﾛﾝ 2 100 3.1 4.6 99 5.5 5.8 96 5.2 9.1 96 5.5 10
ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ 2 91 3.2 5.4 84 5.2 9.0 90 4.7 9.7 96 4.0 6.1
ｼｸﾛｷｼｼﾞﾑ 2 9 17 69 2 31 100 6.1 29 130 0.9 100 140
ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ（ECP） 1 88 3.0 6.4 92 1.6 5.2 86 2.7 2.8 86 1.1 3.1
ｼﾞｸﾛﾌﾙｱﾆﾄﾞ 1 56 1.1 25 44 6.0 19 79 3.4 19 20 4.6 17
ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ 1 90 2.8 4.3 96 1.5 3.4 81 2.3 8.1 87 2.0 3.9
ｼﾞｸﾛﾒｼﾞﾝ 2 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
ｼﾞｸﾛﾗﾝ 1 89 2.5 7.6 90 1.1 4.4 84 1.9 2.4 86 1.5 4.1
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ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽおよびﾅﾚﾄﾞ 1 30 9.1 30 57 4.9 23 24 19 49 58 6.5 18
ｼﾞｺﾎｰﾙ 1 87 2.2 11 90 1.3 6.4 85 4.5 6.6 88 1.5 6.4
ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ 1 74 2.0 8.1 83 1.9 6.8 61 13 17 76 0.8 2.4
ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 1 89 2.0 4.9 91 2.1 3.5 94 2.0 2.9 91 2.4 5.4
ｼﾊﾛﾄﾘﾝ 1 93 1.6 5.9 86 1.8 5.8 95 2.9 3.5 80 4.9 5.1
ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ 1 91 1.5 4.6 93 0.8 5.1 86 2.3 4.3 85 1.8 6.6
ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ 1 92 2.3 4.8 97 1.3 3.2 97 1.8 2.7 92 1.1 3.4
ｼﾞﾌｪﾆﾙｱﾐﾝ 1 82 2.7 5.4 80 1.9 6.4 54 2.8 20 90 1.1 3.9
ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ 2 100 2.9 6.5 97 4.3 6.4 100 1.8 5.2 96 3.5 6.1
ｼﾌﾙﾄﾘﾝ 1 94 1.2 6.6 74 1.9 6.2 91 2.5 3.0 76 2.7 6.7
ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ 2 90 3.8 5.5 86 2.9 6.6 91 4.5 4.3 86 4.5 6.1
ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ 1 91 2.0 4.5 92 2.8 4.1 97 2.2 3.3 87 2.8 3.8
ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ 2 99 10 11 96 9.6 13 95 6.9 19 96 11 15
ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ 1 88 1.8 6.7 91 1.5 2.6 90 2.7 4.7 86 2.6 4.7
ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ 2 93 3.8 4.1 16 27 100 14 5.1 74 92 2.2 4.3
ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 1 91 1.4 6.1 72 1.8 5.0 90 1.6 3.6 77 4.0 3.9
ｼﾏｼﾞﾝ 1 91 1.6 4.7 97 2.6 4.9 94 1.8 3.6 94 1.8 4.8
ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ 1 90 2.1 4.6 94 2.3 3.5 91 2.1 2.4 86 1.1 2.5
ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ 1 88 3.0 6.0 92 2.2 5.1 92 2.3 4.8 88 1.4 3.6
ｼﾞﾒﾁﾋﾟﾝ 1 97 7.1 6.9 96 2.4 3.3 95 4.1 5.3 96 4.1 5.1
ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ 1 88 2.4 4.7 92 2.2 5.4 92 2.2 3.1 90 1.1 4.7
ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ 1 90 4.2 3.5 93 3.5 4.4 92 5.7 5.1 90 4.1 4.0
ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ 1 91 1.3 6.3 94 1.0 3.8 100 1.6 4.2 96 1.8 4.2
ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ 2 96 2.6 5.0 88 4.8 7.3 89 3.5 6.9 88 1.9 4.7
ｼﾒﾄﾘﾝ 1 91 2.6 4.8 96 1.4 3.8 89 2.0 9.7 93 0.6 3.8
ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ 1 88 1.9 5.8 88 1.4 4.5 90 1.6 2.3 88 1.9 4.2
ｼﾓｷｻﾆﾙ 2 87 3.8 4.9 96 4.5 7.5 93 6.6 18 95 5.9 5.8
ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ 2 93 7.5 8.7 82 4.7 19 96 5.8 7.5 100 4.1 24
ｼﾝﾒﾁﾘﾝ 1 92 2.0 6.7 91 1.1 7.2 98 1.6 4.2 97 1.2 7.7
ｽｳｪｯﾌﾟ(MCC) 1 89 2.5 7.4 94 0.6 6.8 90 3.4 3.7 87 1.4 5.7
ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ 2 83 4.7 5.3 85 4.2 6.8 88 3.9 6.4 87 4.8 8.1
ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ 1 87 2.8 7.3 90 1.2 4.0 85 4.2 3.7 84 2.1 5.3
ﾀｰﾊﾞｼﾙ 1 92 2.0 5.3 94 1.8 4.1 95 1.3 3.4 95 1.0 5.8
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 1 93 1.5 5.4 96 1.9 3.1 95 2.0 4.0 94 0.7 4.2
ﾀﾞｲﾑﾛﾝ 2 100 7.0 8.4 91 6.8 8.2 91 5.4 8.1 97 6.1 8.7
ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 2 70 5.8 6.7 89 10 16 93 5.0 5.6 84 5.2 5.3
ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ 1 78 2.2 3.4 22 4.5 110 0 - - 59 3.4 29
ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 2 87 8.6 10 91 10 12 93 4.9 9.3 95 6.2 9.9
ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ及びﾒｿﾐﾙ 2 110 7.9 9.0 97 3.5 7.3 88 3.2 7.5 130 4.7 22
ﾁｵﾌｧﾈｰﾄ及びﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ(ｶﾙﾍﾞﾝ
ﾀﾞｼﾞﾑ換算) 2 1.0 18 95 41 39 84 11 42 120 9 50 51

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 1 91 2.8 5.0 92 1.6 4.0 92 1.9 3.8 91 1.5 5.6
ﾁｵﾒﾄﾝ 1 65 4.4 6.9 81 1.4 5.7 61 5.2 15 76 3.1 4.2
ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ 1 91 2.2 6.6 83 3.5 24 89 2.3 2.9 83 3.0 5.3
ﾃｸﾅｾﾞﾝ 1 71 2.8 11 85 2.5 4.2 57 14 29 84 1.4 5.1
ﾃﾞｽﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ 2 80 6.1 5.8 81 2.9 3.1 77 4.0 11 80 3.4 5.5
ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ 1 85 3.6 6.7 97 1.4 9.0 95 2.9 2.8 89 2.0 5.4
ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ 1 93 1.8 4.9 89 1.0 4.6 87 1.7 2.1 84 1.1 4.3
ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ 1 90 2.2 6.6 93 2.0 4.7 90 2.3 2.2 85 2.8 5.1
ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ 1 90 1.5 3.9 89 2.8 6.3 100 1.6 3.5 86 1.8 7.1
ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 1 94 1.9 2.9 98 0.9 1.3 105 2.7 5.5 89 0.9 7.1
ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 2 100 2.5 4.9 93 4.7 7.0 97 1.7 4.1 95 6.9 9.3
ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 1 90 2.8 5.3 92 1.9 5.9 96 2.1 4.3 84 4.0 8.6
ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ 1 86 2.0 6.3 91 1.0 3.1 91 2.7 3.1 90 1.4 5.1
ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ 2 100 2.9 9.3 99 2.4 5.9 96 4.6 9.9 110 3.6 4.9
ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ 1 91 4.5 11 60 2.5 7.8 94 3.2 6.4 77 7.5 8.2
ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ 1 91 2.4 6.3 94 1.4 4.6 92 2.0 3.0 88 1.2 4.0
ﾃﾙﾌﾞﾎｽ 2 67 5.6 17 81 3.2 6.9 54 9.1 46 89 5.4 8.9
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ 1 95 1.4 5.4 95 1.0 5.7 82 0.9 3.6 93 1.5 8.7
ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ 1 97 1.8 4.9 98 1.0 4.1 94 1.4 4.8 89 1.3 3.8
ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ 1 91 1.4 4.7 98 2.2 5.4 98 1.4 2.2 91 0.9 4.6
ﾄﾘｱﾚｰﾄ 1 84 3.3 7.0 89 2.2 4.8 86 2.3 6.7 89 1.9 3.2
ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ 1 85 1.8 9.3 76 1.9 13 85 1.5 2.9 78 1.2 7.9
ﾄﾘﾌﾞﾎｽ 1 87 1.4 4.1 88 1.4 8.3 95 2.7 4.6 91 1.2 3.8
ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ 1 86 1.9 4.9 90 1.2 5.1 87 1.4 3.5 84 0.6 4.1
ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 1 85 2.7 5.6 88 3.6 5.4 80 3.4 8.0 87 2.1 6.3
ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 1 94 1.9 5.0 98 1.1 6.6 106 3.3 5.2 91 1.8 3.2
ﾄﾘﾍﾞﾇﾛﾝﾒﾁﾙ 2 33 10 80 70 5.3 12 33 24 73 76 2.4 8.7
ﾄﾘﾙﾌﾙｱﾆﾄﾞ 1 35 5.2 74 57 7.7 15 91 1.9 8.5 15 3.9 20
ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 1 89 2.4 4.1 92 1.3 4.9 90 2.7 4.5 90 1.3 4.9
ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ 1 97 2.3 10 58 2.1 7.1 97 2.6 7.2 81 6.8 11
ﾅﾌﾟﾛｱﾆﾘﾄﾞ 2 95 5.7 6.8 92 6.9 13 95 12 13 96 7.7 8.6
ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 1 90 2.1 7.0 95 2.1 5.2 96 1.8 7.4 88 1.7 6.3
ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾑ 2 9.3 80 86 54 2.3 50 24 26 51 66 13 25
ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ 1 90 3.3 6.0 92 2.2 5.2 88 3.5 5.5 88 2.3 7.9
ﾆﾄﾛﾌｪﾝ 1 91 2.3 7.4 91 1.9 5.1 88 3.2 4.1 83 2.9 4.0
ﾉﾙﾌﾙﾗｿﾞﾝ 1 93 1.2 4.4 94 1.1 1.7 102 1.8 2.5 85 1.2 5.7
ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ 1 92 2.2 4.9 87 0.8 8.8 90 2.3 4.0 130 1.0 3.3
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ﾊﾞﾐﾄﾞﾁｵﾝ 1 75 2.0 3.9 88 1.5 11 86 2.1 4.5 83 1.4 3.8
ﾊﾟﾗﾁｵﾝ 1 91 2.7 6.2 96 1.6 2.9 86 2.4 2.4 86 1.6 3.7
ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ 1 87 2.8 6.5 91 1.0 5.3 86 3.0 3.7 84 1.6 3.0
ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ 1 92 2.4 7.5 79 3.5 6.6 92 3.2 5.1 74 7.0 8.5
ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ 2 98 3.6 8.4 94 2.5 6.7 100 4.2 13 90 3.5 6.6
ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ 1 94 2.2 6.4 92 1.9 5.8 94 3.3 3.9 81 3.7 7.0
ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 1 91 2.6 4.1 92 2.2 4.6 98 2.8 3.3 87 2.7 6.3
ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ 1 91 2.2 6.7 93 1.5 5.2 97 2.4 2.1 83 3.0 5.1
ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ 1 94 2.3 5.8 92 1.8 5.8 94 2.8 3.4 81 4.1 6.0
ﾋﾟﾒﾄﾛｼﾞﾝ 2 72 6.0 6.1 17 18 110 0 － － 76 4.3 15
ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ 1 92 2.3 6.9 85 2.8 4.5 94 2.4 3.3 75 5.0 5.8
ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ 2 91 2.4 5.2 89 3.3 5.4 93 4.0 4.7 77 3.2 3.5
ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ 1 94 1.5 4.6 92 1.1 4.2 99 2.8 4.0 82 2.5 6.1
ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ 1 89 3.2 5.9 90 2.6 5.5 67 13 18 88 4.9 11
ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 1 88 2.8 5.9 93 2.2 4.4 96 2.3 4.6 83 2.5 3.3
ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ 1 95 1.9 3.6 98 0.9 2.0 94 2.7 2.7 81 2.4 7.2
ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ 1 88 2.3 6.8 85 1.6 5.1 81 1.3 4.4 90 1.3 3.2
ﾋﾟﾘﾌﾀﾘﾄﾞ 2 86 3.6 4.4 83 3.1 5.0 94 5.1 5.3 88 4.3 5.9
ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 1 91 2.1 4.1 93 1.6 2.9 110 2.3 3.7 86 2.1 5.7
ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ 1 90 1.9 5.1 97 1.7 4.3 96 2.2 2.6 86 2.0 4.7
ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ 2 83 6.3 6.5 84 2.1 7.5 88 3.9 7.3 95 2.5 5.8
ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ 2 65 7.4 21 22 31 39 1 68 94 91 2.6 3.9
ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ 1 91 2.3 5.7 94 1.2 3.7 99 2.5 3.4 88 2.2 4.9
ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ 1 87 2.0 4.5 90 2.5 4.0 92 1.7 5.2 87 2.5 6.0
ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ 1 90 2.8 7.4 33 21 99 0 17 27 87 0.9 3.3
ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ 1 99 1.0 4.3 210 0.6 21 160 1.6 16 82 2.4 6.5
ﾋﾟﾛｷﾛﾝ 1 91 2.1 3.1 97 1.5 3.5 94 2.5 2.6 96 2.3 4.7
ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ 1 90 2.5 4.9 92 2.1 4.8 89 3.4 5.8 92 1.1 4.4
ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ 2 99 2.7 6.5 90 3.6 4.0 80 4.3 23 94 4.1 5.8
ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ 1 91 2.4 6.7 93 1.7 5.6 85 1.9 3.1 82 1.7 4.3
ﾌｪﾅﾐﾄﾞﾝ 1 92 2.0 6.9 91 1.9 5.0 67 2.8 18 83 4.7 6.4
ﾌｪﾅﾐﾎｽ 1 84 2.4 7.2 95 1.3 3.3 85 3.0 3.9 83 2.4 4.5
ﾌｪﾅﾘﾓﾙ 1 96 1.7 5.8 88 1.0 4.0 94 2.2 3.6 85 1.6 7.9
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 1 87 2.2 6.0 92 1.9 5.5 86 2.4 2.8 85 1.6 3.2
ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ 1 92 2.4 5.2 92 0.8 3.7 91 1.8 2.8 89 2.3 5.0
ﾌｪﾉｷｻﾌﾟﾛｯﾌﾟｴﾁﾙ 1 92 2.1 6.7 86 2.9 4.8 88 2.8 4.7 76 4.7 6.0
ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ 1 96 2.0 4.6 91 1.8 4.7 103 1.9 3.0 87 2.2 7.0
ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ 1 91 2.7 4.7 94 1.2 3.3 94 2.4 3.2 98 0.9 3.6
ﾌｪﾉﾄﾘﾝ 1 91 2.2 4.3 95 1.1 3.5 95 1.6 2.9 85 2.1 6.6
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 2 83 7.4 12 91 2.3 2.5 70 6.4 26 91 2.8 7.0
ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ 2 89 5.3 4.4 83 4.1 9.0 64 5.5 17 93 2.3 6.6
ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ 1 87 2.7 6.6 91 1.5 5.1 87 2.2 2.3 86 1.1 3.1
ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ 1 94 3.0 5.4 100 1.0 3.0 98 1.3 4.8 95 2.2 11
ﾌｪﾝﾁｵﾝ 1 85 2.8 4.7 89 1.5 5.0 90 2.1 2.5 88 1.8 4
ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ 1 87 3.0 5.4 91 2.1 5.2 88 2.1 3.8 87 1.3 3.5
ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ 1 92 1.8 9.5 65 2.4 5.2 92 2.0 3.6 76 9.6 8.6
ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ 2 99 5.0 6.2 94 3.8 9.4 93 5.1 5.2 91 3.1 3.8
ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ 1 84 1.7 7.0 68 2.3 9.7 87 2.3 6.1 71 4.5 6.9
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ 1 91 1.5 6.8 96 1.7 4.6 95 1.6 3.8 87 2.3 7.6
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾓﾙﾌ 1 90 2.0 4.2 94 1.8 3.8 95 1.8 4.3 91 0.9 4.4
ﾌｪﾝﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ 2 86 2.8 5.3 80 5.5 10 88 2.9 6.2 84 5.3 6.3
ﾌｻﾗｲﾄﾞ 1 88 2.4 4.9 92 1.5 6.1 90 3.4 4.7 90 1.2 5.2
ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ 1 90 2.3 6.3 93 1.5 5.0 92 2.1 2.1 88 1.6 4.5
ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ 1 95 4.7 7.9 89 3.6 6.0 92 2.7 3.8 89 3.2 5.4
ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 1 91 2.2 6.8 92 2.4 5.4 86 3.3 3.4 83 2.0 4.2
ﾌﾞﾁﾚｰﾄ 1 39 11 33 76 2.0 5.2 28 24 57 68 3.8 6.7
ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ 1 86 2.7 5.6 92 1.2 3.7 92 2.2 2.7 86 2.2 3.5
ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ 1 88 2.3 7.5 92 1.5 3.8 91 1.6 5.5 91 1.3 4.3
ﾌﾗﾁｵｶﾙﾌﾞ 1 93 1.6 5.2 95 2.2 5.2 100 2.9 6.3 72 2.1 3.9
ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ 1 87 1.9 5.8 91 2.3 4.8 90 2.5 3.2 91 2.2 3.8
ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ 1 72 2.5 5.4 81 3.4 13 75 1.6 14 71 3.4 4.1
ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ 1 97 2.0 6.4 96 1.6 3.6 110 1.9 4.2 88 1.5 9.2
ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ 2 94 4.1 4.0 90 4.4 6.9 76 7.1 16 88 4.6 7.1
ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 2 89 3.8 7.0 84 3.6 7.9 88 5.5 11 84 4.8 7.9
ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ 1 91 2.2 4.8 85 1.8 3.6 100 1.3 2.3 94 1.4 4.4
ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ 1 95 2.4 16 68 2.5 6.5 93 2.5 5.1 74 5.3 7.9
ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ 1 87 2.3 5.4 89 1.6 5.2 90 1.8 2.0 85 1.5 5.4
ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 1 92 2.9 5.0 99 1.7 6.9 93 1.9 2.5 89 2.5 5.7
ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ 1 92 2.4 4.6 94 1.1 4.3 88 2.0 2.7 83 2.0 4.6
ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ 1 89 2.7 9.6 57 3.7 10 97 4.1 6.0 72 8.6 13
ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ 2 106 2.4 4.5 100 1.3 4.9 100 4.2 4.7 110 2.8 5.6
ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ 1 88 2.6 11 63 3.0 8.6 87 4.3 6.9 75 5.9 7.2
ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ 1 86 2.6 10 58 3.2 6.1 82 4.1 8.5 74 7.4 9.0
ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ 2 93 3.7 4.1 88 4.5 7.1 91 3.0 4.5 90 3.1 6.3
ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ 1 90 2.6 6.1 92 2.1 4.6 93 1.8 4.6 91 1.0 4.5
ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 1 92 2.3 3.6 90 2.1 5.6 94 1.7 4.5 89 1.5 3.8
ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 1 91 2.5 5.7 95 1.8 3.3 96 2.5 2.3 90 1.1 4.4
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ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ 1 84 2.4 5.5 90 1.0 2.9 92 3.8 5.5 94 1.1 4.0
ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ 1 88 2.3 7.6 100 1.2 3.4 90 1.7 6.2 110 1.4 3.9
ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ 1 92 2.2 6.6 89 1.3 5.7 93 1.4 3.6 90 1.8 6.5
ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ 1 85 2.3 7.8 88 1.1 6.0 85 4.8 4.9 77 2.0 4.2
ﾌﾟﾛﾊﾟﾓｶﾙﾌﾞ 1 89 1.5 43 49 2.7 20 70 1.4 5.6 74 1.2 2.6
ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ 1 98 1.8 5.9 89 1.3 6.3 94 1.7 2.1 79 2.7 3.9
ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 1 90 1.6 6.7 91 1.3 6.7 92 1.7 2.0 83 2.2 5.9
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 1 90 2.4 5.2 92 0.7 3.2 93 1.7 2.2 92 1.0 3.1
ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ 1 89 2.1 6.6 96 1.7 5.1 89 2.0 2.6 84 2.1 4.1
ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ 1 91 2.3 6.4 93 1.7 3.8 89 2.4 2.6 86 1.1 4.0
ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ 1 26 3.9 10 0 - - 0 - - 0 - -
ﾌﾟﾛﾎﾟｷｽﾙ 1 89 2.0 4.5 94 1.1 2.6 93 2.2 2.6 91 0.9 3.5
ﾌﾞﾛﾏｼﾙ 1 91 1.8 7.3 83 24 28 90 1.6 2.9 84 0.9 3.8
ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ 1 91 2.2 4.8 94 1.5 5.8 98 1.7 2.9 90 1.7 5.2
ﾌﾟﾛﾒﾄﾝ 1 90 1.9 6.8 97 0.8 3.4 95 2.5 2.5 91 1.5 4.5
ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ 1 90 2.4 3.8 91 1.7 6.4 91 2.3 3.0 91 1.0 5.3
ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ 1 90 2.0 5.7 92 1.6 4.6 99 1.8 3.1 83 2.7 4.4
ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ 1 89 2.5 6.2 92 1.7 5.1 91 2.0 2.1 87 1.4 4.7
ﾌﾞﾛﾓﾎｽﾒﾁﾙ 1 85 2.4 4.9 90 1.8 3.9 90 2.5 6.2 86 1.9 3.9
ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 1 53 6.2 18 52 5.1 28 45 16 34 80 2.0 4.1
ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ 1 84 2.3 5.4 92 1.2 5.3 88 2.4 3.7 84 1.5 3.5
ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ 1 93 2.7 5.7 92 1.8 5.3 100 2.0 3.2 91 2.0 5.8
ﾍｷｻﾌﾙﾑﾛﾝ 2 103 5.3 8.1 96 5.3 9.8 100 4.8 9.6 108 4.8 5.5
ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ 2 94 6.1 8.4 86 3.2 5.6 95 2.5 4.3 93 4.2 8.2
ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ 1 92 1.9 5.2 97 1.6 3.7 98 2.1 2.9 87 1.2 4.3
ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ 1 89 2.5 4.0 93 0.9 7.9 89 3.1 3.9 91 0.6 4.2
ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ 1 85 2.2 5.2 88 2.1 5.4 85 3.3 5.6 88 1.3 4.0
ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ 1 95 1.4 3.6 93 1.8 3.9 96 1.9 3.4 83 2.2 6.4
ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ 1 89 1.9 7.9 92 1.3 3.6 84 2.4 3.1 84 1.4 5.3
ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 2 100 3.8 5.6 96 3.6 8.9 99 13.6 13 98 4.1 6.8
ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 2 89 5.5 5.1 84 5.2 6.7 85 6.7 10 85 6.4 6.9
ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ 2 94 4.7 7.3 89 4.1 6.4 88 5.4 4.3 91 4.5 5.3
ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ 2 92 6.1 4.8 88 2.8 8.0 86 3.7 6.9 93 5.8 6.3
ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 1 92 2.3 6.7 92 2.2 4.7 85 2.8 3.1 84 1.7 3.8
ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ 1 93 2.4 4.2 96 3.7 3.7 92 6.0 6.0 84 3.0 3.7
ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ 1 0 - - 32 11 96 31 19 25 50 6.0 16
ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 1 85 2.4 6.9 88 1.5 4.7 81 3.3 6.8 87 2.8 5.9
ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ 1 90 2.6 3.7 93 1.5 4.8 93 2.4 2.2 92 0.7 3.9
ﾎｷｼﾑ 2 86 4.5 5.4 87 3.9 7.8 85 3.8 8.2 78 5.1 7.6
ﾎｻﾛﾝ 1 95 1.8 5.0 90 2.4 8.0 96 2.3 2.7 85 2.5 4.7
ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ 1 92 1.6 5.4 97 1.2 2.7 94 2.0 2.4 87 1.2 4.1
ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ 1 90 3.4 4.3 95 1.8 4.4 96 2.3 4.9 92 1.5 4.0
ﾎｽﾒｯﾄ 1 78 2.1 5.9 84 1.6 2.1 94 2.8 4.6 78 2.1 3.8
ﾎﾉﾎｽ 1 85 2.5 5.6 91 1.5 5.3 85 3.6 6.5 87 1.4 3.3
ﾎﾙﾍﾟｯﾄ 1 13 6.7 150 12 28 55 9.1 22 63 0 - -
ﾎﾚｰﾄ 1 80 3.3 7.1 86 3.3 4.7 68 8.2 17 85 1.9 7.4
ﾏﾗﾁｵﾝ 1 88 2.0 4.6 91 1.7 6.3 91 3.4 4.2 97 1.3 5.2
ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ 1 90 1.7 7.2 89 1.4 4.3 85 2.5 3.4 85 2.4 4.7
ﾒｶﾙﾊﾞﾑ 1 88 1.5 5.1 91 1.1 4.5 86 1.9 2.7 83 1.6 3.6
ﾒﾀｸﾘﾎｽ 1 76 3.3 10 85 2.6 6.8 61 12 28 87 1.9 3.9
ﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾁｱｽﾞﾛﾝ 2 89 5.5 10 84 5.2 14 94 10 16 81 4.8 6.1
ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ 2 85 5.6 7.1 67 3.1 8.1 78 4.1 18 96 2.4 4.9
ﾒﾀﾗｷｼﾙ 1 92 2.2 6.6 94 1.2 4.4 91 2.2 6.6 90 1.3 3.0
ﾒﾁｵｶﾙﾌﾞ 2 83 7.8 9.5 79 1.9 4.5 80 4.1 8.3 75 3.8 9.7
ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 1 86 1.8 5.4 99 1.5 7.2 98 1.5 3.2 89 0.6 22
ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ 1 90 1.8 5.1 92 2.1 5.2 96 3.3 4.5 77 2.8 23
ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ 2 96 3.2 3.7 91 4.4 6.8 95 8.1 7.5 85 6.3 9.8
ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ 1 91 2.3 4.8 91 1.6 3.3 93 1.6 2.6 89 0.8 4.2
ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ 1 90 2.2 4.8 93 1.3 4.9 93 2.4 4.2 91 2.0 5.5
ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ 1 90 3.3 5.5 92 1.6 5.1 91 1.4 3.7 91 0.6 5.2
ﾒﾋﾞﾝﾎｽ 1 82 1.9 4.4 89 0.7 6.5 84 6.5 8.3 90 1.7 5.8
ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ 1 93 1.6 4.2 93 1.7 4.2 98 1.7 2.9 85 1.1 9.7
ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ 1 92 2.0 6.6 92 1.9 5.0 92 2.7 3.9 83 4.1 6.2
ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 1 92 1.8 3.8 93 1.8 2.7 98 1.9 2.5 87 1.6 5.6
ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ 1 89 1.1 8.5 80 1.2 4.3 96 1.4 3.4 92 0.9 4.5
ﾓﾘﾈｰﾄ 1 68 2.0 14 87 1.1 4.1 56 14 33 85 1.0 4.3
ﾗｸﾄﾌｪﾝ 2 102 4.3 5.4 93 3.6 12 97 3.3 6.1 95 5.3 8.7
ﾘﾆｭﾛﾝ 2 93 4.5 4.6 89 5.2 9.1 90 5.3 7.8 87 5.6 6.6
ﾙﾌｪﾇﾛﾝ 2 110 5.6 6.0 98 2.0 4.7 110 19 22 110 3.8 8.6
ﾚﾅｼﾙ 1 91 2.0 6.5 94 1.5 5.4 140 3.4 14 82 4.3 6.7

注）分析機器の欄：１；GC/MS　，2;LC/MS/MS は目標値を満足しない農薬
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大気中の揮発性有機化合物調査

Study on Volatile Organic Compounds in Atmospheric Samples

Takashi SAKUMA，Syun-ichi KOIZUMI，Yoko KITAMURA
Kazuhiro KIDO，Hideki KAGAYA

1　はじめに
　平成 8 年 5 月の大気汚染防止法の改正に伴い，地方公
共団体は有害大気汚染物質による大気汚染状況の把握に
努めなければならないと定められ，本県では平成 9 年
10 月から県内 4 地点において有害大気汚染物質のモニ
タリング調査を開始した。
　揮発性有機化合物（以下「VOCs」）は，優先取組物
質であるベンゼン，トリクロロエチレン及びテトラクロ
ロエチレン等の 9 物質について調査開始当初から測定を
行っているが，優先取組物質以外の VOCs についても
県内における濃度分布状況を把握する必要があると考
え，前年度に引き続き調査を行ったので報告する。

2　方　法
　2.1　調査地点
　調査は次の 3 地点で行い，調査区分を括弧内に示した。
なお，前年度調査地点であった大崎市（一般環境）につ
いて 19 年度は休止とした。
　①大河原町　仙南保健福祉事務所（一般環境）
　②名 取 市　名取自動車排出ガス測定局（沿道）
　③塩 竃 市　塩釜大気汚染測定局（発生源周辺）
　2.2　調査期間，測定頻度
　平成 19 年 4 月から平成 20 年 3 月までの一年間，月 1
回 24 時間試料採取を実施した｡
　2.3　調査対象物質
　優先取組物質 9 物質を含む VOCs 合計 41 物質を対象
とした。
　2.4　試料採取及び測定方法
　「有害大気汚染物質測定方法マニュアル 1）」に従い実
施した｡ 大気試料は真空化した 6L キャニスター容器
を用い 24 時間採取，大気試料濃縮装置（Tekmar 社
製 AUTOCan）により試料を導入し GC/MS（HP 社製
HP6890＋日本電子社製 JEOL JMS–AM Ⅱ15）で分析を
行った｡

3　結　果
　VOCs の測定結果（年平均値）を表１に示した。年平
均値は原則として 12 回の測定結果を算術平均して算出
した。なお，平均値の算出にあたり検出下限値未満の場
合は検出下限値の 1/2 値を用い，検出下限値以上で定量
下限値未満の場合は測定値を用いた。優先取組物質 9 物
質のうち大気環境基準の定められているベンゼン，トリ
クロロエチレン，テトラクロロエチレン及びジクロロ
ベンゼンの 4 物質について，環境基準を超える物質は無
かった｡ さらに，優先取組物質について平成 18 年度地
方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調
査結果 2）と比較したところ，塩竃市のジクロロメタン
及びアクリロニトリルが高めであったが，その他の物質
は同程度か低めであった。
　優先取組物質以外の物質について，各調査地点の年平
均値を比較したところ，前年度同様にフロン類 4 物質，
四塩化炭素及び 1, 1, 1–トリクロロエタンは調査地点に
よる差は小さかった。また，トルエンは名取市及び塩竃
市で特異的に高い濃度を示した。

4　まとめ
　前年度に引き続き優先取組物質に加え優先取組物質以
外の VOCs について，各調査地点における単年度の濃
度分布状況を把握した。今後データの蓄積を図り多変量
解析等を行うことにより，県内の汚染実態がより明確に
なると考える。

参考文献
1）　環境庁大気保全局大気規制課：有害大気汚染物質測

定方法マニュアル，平成 10 年 3 月
2）　環境省環境管理局大気環境課：平成 18 年度地方公

共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査
結果，平成 19 年 11 月

キーワード：有害大気汚染物質；揮発性有機化合物（VOCs）
Key words：hazardous air pollutants；volatile organic compounds（VOCs）
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ADMERを用いた大気中1, 3 －ブタジエン濃度推定について

Estimation of 1, 3-Butadiene Concentration using PRTR data and ADMER model

Hiroshi KIDACHI，Kenichi KOMURO，Takashi SAKUMA
Kazuhiro KIDO

1　はじめに
　宮城県では有害大気汚染物質モニタリング指針に基づ
き，優先取り組み物質 20 物質を測定している。当セン
ターによる各物質の測定地点数は 4 地点程度であり，現
状の測定態勢では県内全地域の環境濃度を把握すること
は困難である。このため環境濃度推定が望まれ，（独）
産業技術総合研究所が開発した曝露・リスク評価大気拡
散モデル AIST–ADMER Ver2 により検討を進めてい
る。小室らは固定発生源と移動発生源双方から排出され
るベンゼンの環境濃度を推定し，主要幹線道路沿線と一
部の固定発生源周辺で推定濃度が比較的高いこと，推定
値と実測値が近い値であることを示した 1），2）。本研究で
は，主に移動発生源から排出される 1,3－ブタジエンの
環境濃度の推定とリスク評価を行った。

2　解析方法
　大気拡散モデル AIST–ADMER Ver2 のサブグリッド
解析機能を用いて 1,3－ブタジエン大気中濃度の年平均
値分布を 100m メッシュの解像度で推定した。
　解析対象地域はベンゼンの環境濃度推定において選定
した 12 地域とした（図１）。発生源データは平成 17 年
度 PRTR 調査結果の排出量を使用し，気象データは平成
17 年度アメダス年報を使用した。配分指標の作成，5km
メッシュ及び 100メッシュ排出量データの作成はベンゼ
ンと同様な方法を用いた。表 1 に PRTR 排出量を，図 2
に 100メッシュの排出量分布を示す。自動車のコールド
スタート時増分はホットスタートの排出量に配分した。

3　結　果
　1,3－ブタジエンの環境濃度推定値は約0.004～1.3µg/
㎥の範囲であり，指針値 2.5µg/㎥を超過した地点はな
かった。推定値は交通量が多い幹線道路沿線で高い傾向
が見られ，平日 12 時間交通量概ね 2 万台以上の幹線道
路沿いでは約 0.5µg/㎥以上の値であった。特に岩沼市，
大河原町，柴田町の国道 4 号線沿い，及び白石市の東北
自動車道と国道 4 号線が平行する地域では，推定濃度は

概ね 1.0 ～ 1.3µg/㎥であった。市街地及び道路沿道では
概ね 0.1 ～ 0.4µg/㎥であり，森林と農地では約 0.1µg/㎥
以下であった。図 3 に解析結果例として白石市の解析結
果を示す。
　県内における 1,3－ブタジエン実測値と推定値の関係
を図 4 に示す。近似直線の傾きは約 2 であったが，相関
係数が 0.92 と強い相関が認められた。
　リスク評価結果を図 5 に示す。1,3－ブタジエンの環
境濃度推定値を 1/2 に補正して評価した結果，仙台市を
除く解析対象地域（人口約 59 万人）において，推定生
涯発がんリスクは人口の 99.9％が 1.4×10–6未満，最大
でも 1.8×10–6であり，10–5 のリスクレベルを超過する
地域はなかった。

参考文献
1）　小室健一，佐久間隆，木戸一博，加賀谷秀樹 ：宮城

県保健環境センター年報，26，76（2008）．
2）　小室健一　他：大気環境学会年会講演要旨集，49,  
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表1　PRTR 排出量と配分方法（平成 17 年度）

図1　解析対象地域と測定地点（○印）

図3　白石地域における1,3－ブタジエン濃度推定値

図5　1,3－ブタジエンによる推定発がんリスクと人口分布

図2　排出量分布図（100mメッシュ）

図4　実測値（H17年度）と推定値の関係

単位：kg/年

排出源 排出量

届出事業所 0

裾切り事業所 0

汎用エンジン 515 森林の面積_国土数値情報

煙草の煙 1898 世帯数_国勢調査

自動車 79269 交通センサスと道路面積

二輪車 1606 道路面積_空間データ基盤

特殊自動車 1375 田の面積及び全産業事業所数

船舶 857

鉄道 351 路線長_空間データ基盤

航空機 435

合計 86306

空港面積

注：上記は、ＰＲＴＲ排出量（91,459kg/年)のうち、建設機械・漁船・
プレジャーボート等を除いたものである。

配分指標

港湾統計
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伊豆沼・内沼自然再生のための導水試験

The Examination of Water Conveyance for Nature Restoration of Izunuma & Uchinuma

Masahiro WATANABE，Shigeru SEINO，Tsutomu SATO
Takaaki KOYAMA，Hisao SASAKI

1　はじめに
　伊豆沼・内沼は，健全な生態系保全を目的として平成
18 年度に自然再生法の適用を受け，その対策手法が様々
な角度から検討されており，その中でも水質の改善が急
務とされている。
　そのため我々は，水質浄化対策として水生植物を利用
する方法や導水手法を検討してきた。その結果，ヒシ等
の水生植物による方法 1）は栄養塩を吸収し浄化に効果
があることがわかった。また，水生植物の生育には，透
明度の確保が重要な課題であると考え導水手法を検討し
た。導水シミュレーションでは沼内の濁度が低減し透明
度が増すことが予測される結果となった。このため今年
度は，現状の水路の構造上可能な最大水量で実際に導水
し，水環境に与える影響を検証する実証試験を実施した。

2　方　法
〔導水方法〕：一迫川より取水した伊豆野幹線用水を二

町江用水路から導水し，荒川を経由して伊豆沼へ試験
導水を行った。：【期間】平成 20 年 10 月 1 日～平成
21 年 3 月 31 日

〔定期水質調査〕：導水路，荒川及び伊豆沼の水質調査
を行った。図 1 に調査地点を示す。

〔水質連続観測〕：図 1 に示す伊豆沼の荒川河口部，流
入部，中央部の 3 地点に流向流速計・濁度計を設置し
て連続測定を行った。

3　結果と考察
　試験期間の導水（二町江入口）の流量を表 1 に示すが，

平均 0.28㎥/s であったので，休止期間を除く148日間で
の導水の総流入量は 358万㎥となり，伊豆沼の沼容積 2）

279.2 万㎥の約 1.3 倍の導水が入ったことになる。
　導水合流前の荒川玉沢橋での荒川の流量は 0.3㎥ /s 程
度で，導水が加わると沼へ流入する総流量はほぼ倍増と
なった。
　二町江入口での導水の水質は，表 2 に示すように
COD，SS について伊豆沼の水質よりかなり低く，効果
的と考えられる。
　濁度の連続観測結果を図 2 に示す。透明度と濁度は逆
相関の関係にあると言われているため濁度を測定した。
荒川河口部では 10 月下旬に濁度の急上昇が見られる。
これは地震によってできた土砂ダムから大雨により濁水
が流入したもので，この影響により試験導水を一時休止
した。（休止期間：平成 20 年 11 月 8 日～12 月 11 日）
伊豆沼の流入部では 10 月下旬から 11 月上旬にかけて
序々に濁度が上昇している。これは濁度の高い導水が拡
散していったものと考えられる。また，鋭いピークが頻
繁に見られるが，これは風による巻き上がりと考えられ
る。中央部での濁度上昇は風起因と考えられるが，高濁
度が継続する傾向が見られ，透明度が悪い状態が長く続
く一因と推測される。
　また，図 3 に導水再開後の濁度の変化を示す。荒川河
口部と流入部で当初高かった濁度が次第に減少してい
る。この現象は導水による濁度の低減効果と考えられ，
導水手法は透明度向上に有効と考えられた。
　導水による透明度向上は，水生植物の生育に必要な光
条件を向上させることにつながり自然再生に役立つと期
待される。 

参考文献
1）　宮城県保健環境センター年報 24，p111⊖113，（2006）
2）　伊豆沼・内沼環境保全学術調査報告書，p14（1988）

宮城県

キーワード：伊豆沼・内沼；湖沼；導水；透明度；自然再生
Key words：Izunuma & Uchinuma；lake & marshes；water conveyance；transparency；nature restoration

渡部　正弘　　清野　　茂　佐藤　　勤
小山　孝昭　　佐々木久雄

図1　調査地点
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表1　導水（二町江入口）と導水合流前の荒川の流量 表2　導水と伊豆沼の水質（H21.1.26）

図3　導水再開後の濁度変化（H20.12 ～ H21.1）

図2　伊豆沼の濁度変化（H20.9 ～ H21.1）
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流量(m
3
/s) ①二町江入口 ⑤荒川玉沢橋

H20.10.15 0.25 0.29
H20.12.21 0.29 0.25
H21.  1.26 0.30 0.31

平均 0.28 0.28  

項目 ①二町江入口 ②荒川河口 ③流入部 ④中央部

COD 1.7 3.2 4.0 7.0

SS 2 3 6 13  
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平成 20年度環境技術実証事業　
閉鎖性海域における水環境改善技術分野実証試験結果報告書

（全体概要）
Environmental Technological Proof Business in 2008 Fiscal Year 

Aquatic Environment Improvement Technology in Enclosed Coastal Seas 
Proof Test Result Report（Whole Outline）

Toshio SUZUKI，Hisao SASAKI，Masahiko OYAMA
Hiroyuki AKASAKA，Ryuji KUBOTA

1　実証試験の実施体制

2　実証対象技術
　⑴サカイオーベックス㈱：簡易なアカモク藻場造成手法
　⑵東　洋　建　設　㈱：炭基盤材海藻育成装置
　⑶共和コンクリート工業㈱：海藻増殖用エンチョーネットを用いた藻場造成総合システム

3　実証試験結果
　実証試験結果は，以下のとおりである。本報告書は，平成 21 年 3 月 30 日，環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性
海域対策室長名で承認（通知）された。また，実証申請者には，宮城県より実証済技術に対する実証番号及びロゴマー
クの交付を行っている。
　なお，本報告書（全体概要）は，環境省ホームページで公開されている。

鈴木　壽雄　　佐々木久雄　　小山　雅彦＊1

赤坂　博幸＊1　久保田龍二＊2

＊ 1　環境対策課
＊ 2　三国屋建設コンサルタント株式会社

　宮城県では，松島湾をモデルに，アカモク藻場の簡易造成による生態系の回復などを目的として，環境省が推進す
る「環境技術実証事業」のうち閉鎖性海域における水環境改善技術の実証について，環境省策定の試験要領に基づき
実証機関として実証対象技術 3件の実証試験を行った。その結果をまとめたのが本報告書である。本稿では，その全
体概要について述べる。

キーワード：環境技術；閉鎖性海域；藻場；アカモク
Key words：Environmental Technology；Enclosed Coastal Seas；Algal-bed；Sargassum horneri
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１ 実証試験の実施体制 

  

環境生活部 環境対策課 *１  

         検討・助言 

技術実証委員会 

・実証技術の公募・選定                        ・外部有識者（4名） 

・技術実証委員会の事務局 

・環境省等との調整 

 

 

宮城県保健環境センター   委託先：三国屋建設コンサルタント(株) *２

・実証試験の実施             指示・監督      ・実証試験のうち，生態系調査を実施 

・実証試験結果報告書の作成                              

・委託先への指示・監督                 

 

実証申請者 

            ・実証機関への申請 

                       ・ロゴマークの使用 

 

２ 実証対象技術 

(1) サカイオーベックス(株)    ：簡易なアカモク藻場造成手法 

(2) 東洋建設(株)               ：炭基盤材海藻育成装置 

(3) 共和コンクリート工業(株)  : 海藻増殖用エンチョーネットを用いた藻場造成総合システム 

 

３ 実証試験結果 

実証試験結果は，以下のとおりである。本報告書は，平成21年3月30日，環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策

室長名で承認（通知）された。また，実証申請者には，宮城県より実証済技術に対する実証番号及びロゴマークの交付を行っ

ている。 

なお，本報告書（全体概要）は，環境省ホームページで公開されている。 
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実証対象技術／環境技術開発者 簡易なアカモク藻場造成法／サカイオーベックス株式会社 

実証機関 宮城県 

実証試験期間 平成19年7月24日 ～ 平成20年7月10日 

実証内容 アカモク藻場の造成手法 

実証の目的 ①アカモク藻場不毛の地域にアカモク藻場を創出 

②創出アカモク藻場への生物定着による生態系の創造 

 

１ 実証対象技術の概要 

技術の模式図 原理 

汎用資材等を組み合わせた造成技

術。 

 設置・維持作業に専門技術は不要

である。 

 

２ 実証試験の概要 

○実証試験実施場所の概要 

海域の名称 

主な利用状況 

規模 

松島湾内裡
だいり

島
しま

周辺。岸方向（内裡島方向）に30ｍ（幅4ｍ）とする。 

調査地点は世界測地系：北緯38°20′15.8″，東経141°03′21.2″であり，区画漁業権地

に位置する。  

海域の課題 
松島湾では，一部の水域においてアカモクなどの大型海藻が消滅しており，今後は，失われ

た藻場等の再生が求められる。 

海域の 

状況 

水質 

実証場所海域に当てはめられている環境基準値は，COD：2.0mg/L・T-N：0.3mg/L・T-P：0.03mg/L

となっており，昨年度の実証場所の水質結果（予備調査３地点平均）は，COD：2.2mg/L・T-N：

0.39mg/L・T-P：0.060ｍg/Lであった。 

底質 底質は砂泥質であるが，底質表層では嫌気性を呈することはない。 

生物生育

環境 

付近に藻場は存在せず，有機性の汚濁を好む底生生物が生育する程度の単純な生物環境であ

る。 

 

○実証対象技術の設置後の状況                  

 

            （平成19年7月24日）  
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３ 維持管理にかかる技術情報 

○使用資源量・生成物処理量 

項目 単位 結果 

使用資源 特になし（施設に竹を使用。）  

生成物 生長アカモク 食用・肥料等の用途が期待される。 

○維持管理項目 

管理項目 技術者の必要性 一回あたりの作業量（人・時間） 管理頻度 

状況確認 
要  不要 

 

1回当たりの作業量，1人で30分程度（船

上からの目視確認） 
月1回 

 

４ 実証試験結果 

○実証試験の目標と結果  

調査項目 目標水準 

①アカモク生長量 

（湿重量） 

最大生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（5,000g）となること。 

（3月の生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（750g）となること。） 

②葉上生物 創出アカモク藻場への生物の定着 

注１）近隣の天然藻場は，県単事業でアカモク調査を実施している桂島離岸堤とする。 

注２）平成20年3月，ケウルシグサの異常発生などによるアカモクの生長阻害があったため，当初の想定どおり実証

試験が進んでいた「平成20 年3月」を新たな目標水準として追加した。なお，近隣天然藻場の3月の生長量は，

平成20年3月7日に測定した。 

 

①アカモク湿重量・全長 

  アカモク湿重量については，占有面積当たり，投影面積当たりの二通りの湿重量を併記する。  
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注）アカモク湿重量・全長は，坪刈り採集時に１ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全てのアカモクについて 

測定したものを表している。 

 

②葉上生物                                                      

（優占種） 

     
注）個体数，湿重量は，坪刈り採集時に1ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全葉上生物を現している。   

 

 

○実証試験の結論 

  

○実証試験についての技術実証委員会の見解 

 アカモクの生長については，湿重量では当初目標水準も上回り，また，3月の全長も天然藻場の全長平均値を

上回った。アカモク藻場不毛の地域において良好な藻場創出が果たされたということ，また，汎用資材等を組

み合わせた設置・維持が容易な技術であることから，他の実水域への適用可能性が高いものと考えられる。 

 実証試験終了時の設置施設においては，7月の時点でアカモクの再生産が確認された。当該施設により持続性

あるアカモク藻場の創出が可能であることを示唆すると解釈できる。 

 創出されたアカモク藻場に蝟集する葉上生物の出現は，生物生息環境の改善に繋がり，新たな生態系の創出に

寄与するものとして評価できる。 

 

 

 

①アカモク湿重量 

 3 月のアカモク湿重量は，投影面積で2,105g/m2，占有面積で3,579g/m2であり，何れでも目標水準750g/m2を上

回った。 

また，5 月のアカモク湿重量も，投影面積で 5,200g/m2，占有面積で 8,840g/m2であり，何れでも当初目標水準

の5,000g/m2を上回った。 

②葉上生物 

アカモクに蝟集する葉上生物（ヨコエビ等）が多数確認された。 

（注）占有面積及び投影面積による評価について 

占有面積による評価は，海面を覆っている藻場面積を想定し，

キャノピー形成による密度効果を反映した考え方で，隣接する生

育区域との空間境界線をもって評価した。（密度効果とは，一般的

には，個体群密度の上昇によって個体や個体群の増加にブレーキ

をかける仕組みが存在するという考え方。） 

これに対し，投影面積は，単に 1ｍ×1ｍの方形枠（コドラー

ト）内の試料を採取しようとする，いわゆる「坪刈り」の考え方

である。 

 

 

 ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗ 
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実証対象技術／環境技術開発者 炭素基盤材海藻育成装置／東洋建設株式会社 

実証機関 宮城県 

実証試験期間 平成19年9月3日 ～ 平成20年7月10日 

実証内容 アカモク藻場の造成方法 

実証の目的 ①アカモク藻場不毛の地域にアカモク藻場を創出 

②創出アカモク藻場への生物定着による生態系の創造 

 

１ 実証対象技術の概要 

技術の模式図 原理 

 

 炭生成物の平面基盤

を基質として利用する。

設置・維持作業に専門

技術は不要である。 

 

２ 実証試験の概要 

○実証試験実施場所の概要 

海域の名称 

主な利用状況 

規模 

松島湾内裡
だいり

島
しま

周辺。岸方向（内裡島方向）に30ｍ（幅4ｍ）とする。 

調査地点は，世界測地系：北緯 38°20′12.7″，東経 141°03′20.6″であり，区画漁業

権地に位置する。      

海域の課題 
松島湾では，一部の水域においてアカモクなどの大型海藻が消滅しており，今後は，失わ

れた藻場等の再生が求められる。 

海域の 

状況 

水質 

実証場所海域に当てはめられている環境基準値は，COD：2.0mg/L・T-N：0.3mg/L・T-P：

0.03mg/L となっており，昨年度の実証場所の水質結果（予備調査３地点平均）は，COD：

2.2mg/L・T-N：0.39mg/L・T-P：0.060ｍg/Lであった。 

底質 底質は砂泥質であるが，底質表層では嫌気性を呈することはない。 

生物生育

環境 

付近に藻場は存在せず，有機性の汚濁を好む底生生物が生育する程度の単純な生物環境で

ある。 

 

○実証対象技術の設置後の状況 
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３  維持管理にかかる技術情報 

○使用資源量・生成物処理量 

項目 単位 結果 

使用資源 特になし（施設に竹を使用。）  

生成物 生長アカモク 食用・肥料等の用途が期待される。 

○維持管理項目 

管理項目 技術者の必要性 一回あたりの作業量（人・時間） 管理頻度 

状況確認 

 

要  不要 

 

１回当たりの作業量，１人で30分程

度（船上からの目視確認） 
月１回 

 

４  実証試験結果 

○実証試験の目標と結果  

調査項目 目標水準 

①アカモク生長量 

（湿重量） 

最大生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（5,000g）となること。 

（3月の生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（750g）となること。） 

②葉上生物 創出アカモク藻場への生物の定着 

 注１）近隣の天然藻場は，県単事業でアカモク調査を実施している桂島離岸堤とする。 

注２）平成20年3月，ケウルシグサの異常発生などによるアカモクの生長阻害があったため，当初の想定どおり実証

試験が進んでいた「平成20年3月」を新たな目標水準として追加した。なお，近隣天然藻場の3月の生長量は，

平成20年3月7日に測定した。 

 

①アカモク湿重量・全長 

アカモク湿重量については，占有面積当たり，投影面積当たりの二通りの湿重量を併記する。 
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 注）アカモク湿重量・全長は，坪刈り採集時に１ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全てのアカモクについて 

測定したものを表している。 

 

②葉上生物 

 

注）個体数，湿重量は，坪刈り採集時に１ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全葉上生物を現している。   

 

○実証試験の結論 

①アカモク湿重量 

 3月のアカモク湿重量は，投影面積当たりで92g/m2，占有面積当たりで184g/m2であり，目標水準750g/m2を下回

った。 

②葉上生物 

アカモクに蝟集する多様な葉上生物（ヨコエビ等）が多数確認された。 

                                                                  

○実証試験についての技術実証委員会の見解 

 アカモクの生長については，3月の湿重量では目標水準には達しなかったが，全長においては天然藻場の全長平

均を上回る個体も見られた。ケウルシグサの発生などによる成長阻害があったことを勘案すれば，アカモク藻

場不毛の地域での藻場創出はできたものと解釈できる。 

なお，浮泥の海藻着生基盤上への堆積予防に対する当該技術の考え方は，今後，同様な海域における藻場造

成技術として注目される手法であると思われる。 

 また，実証試験終了時の設置施設においては，7月の時点でアカモクの再生産が確認された。当該施設により持

続性あるアカモク藻場の創出が可能であることを示唆すると解釈できる。 

 創出されたアカモク藻場に蝟集する葉上生物の出現は，生物生息環境の改善に繋がり，新たな生態系の創出に

寄与するものとして評価できる。 

 

 

（注）占有面積及び投影面積による評価について 

占有面積による評価は，海面を覆っている藻場面積を想定し，

キャノピー形成による密度効果を反映した考え方で，隣接する生

育区域との空間境界線をもって評価した。（密度効果とは，一般

的には，個体群密度の上昇によって，個体や個体群の増加にブレ

ーキをかける仕組みが存在するという考え方。） 

これに対し，投影面積は，単に1ｍ×1ｍの方形枠（コドラー

ト）内の試料を採取しようとする，いわゆる「坪刈り」の考え

方である。 
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実証対象技術／環境技術開発者 「海藻増殖用エンチョーネット」を用いた藻場造成／共和コンクリート工業(株) 

実証機関 宮城県 

実証試験期間 平成19年9月3日 ～ 平成20年7月10日 

実証内容 アカモク藻場の造成方法 

実証の目的 ①アカモク藻場不毛の地域にアカモク藻場を創出 

②創出アカモク藻場への生物定着による生態系の創造 

 

１ 実証対象技術の概要 

技術の模式図 原理 

 

特許を取得している海藻増殖用ネッ

トを利用し，天然藻場群落と同程度の密

度のアカモク藻場を造成する。 

 設置・維持作業に専門技術は不要であ

る。 

 

 

２ 実証試験の概要 

○実証試験実施場所の概要 

海域の名称 

主な利用状況 

規模 

松島湾内裡
だいり

島
しま

周辺。岸方向（内裡島方向）に30ｍ（幅4ｍ）とする。 

調査地点は，世界測地系：北緯 38°20′09.5″，東経 141°03′19.7″であり，区画漁業

権地に位置する。      

海域の課題 
松島湾では，一部の水域においてアカモクなどの大型海藻が消滅しており，今後は，失わ

れた藻場等の再生が求められる。 

海域の 

状況 

水質 

実証場所海域に当てはめられている環境基準値は，COD：2.0mg/L・T-N：0.3mg/L・T-P：

0.03mg/L となっており，昨年度の実証場所の水質結果（予備調査３地点平均）は，COD：

2.2mg/L・T-N：0.39mg/L・T-P：0.060ｍg/Lであった。 

底質 底質は砂泥質であるが，底質表層では嫌気性を呈する程ではない。 

生物生育

環境 

付近に藻場は存在せず，有機性の汚濁を好む底生生物が生育する程度の単純な生物環境で

ある。 

 

○実証対象技術の設置後の状況   
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３ 維持管理にかかる技術情報 

○使用資源量・生成物処理量 

項目 単位 結果 

使用資源 特になし（施設に竹を使用。）  

生成物 生長アカモク  食用・肥料等の用途が期待される。 

○維持管理項目 

管理項目 技術者の必要性 一回あたりの作業量（人・時間） 管理頻度 

状況確認 

 

要  不要 

 

１回当たりの作業量，１人で 30 分程

度（船上からの目視確認） 
月1回 

 

４ 実証試験結果 

○実証試験の目標と結果  

調査項目 目標水準 

①アカモク生長量 

（湿重量） 

最大生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（5,000g）となること。 

（3月の生長量が，近隣の天然藻場の概ね1/4（750g）となること。 

 

②葉上生物 創出アカモク藻場への生物の定着 

  注１）近隣の天然藻場は，県単事業でアカモク調査を実施している桂島離岸堤とする。 

注２）平成 20 年 3 月，ケウルシグサの異常発生などによるアカモクの生長阻害があったため，当初の想定どおり実証

試験が進んでいた「平成20 年3月」を新たな目標水準として追加した。なお，近隣天然藻場の3月の生長量は，

平成20年3月7日に測定した。 

 

①アカモク湿重量・全長 

  アカモク湿重量については，占有面積当たり，投影面積当たりの二通りの湿重量を併記する。 
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注）アカモク湿重量・全長は，坪刈り採集時に１ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全てのアカモクについて

測定したものを表している。 

②葉上生物                                             （優占種）         

                               

   注）個体数，湿重量は，坪刈り採集時に１ｍ四方のネット付きコドラートで採取された全葉上生物を現している。  

             

 

○実証試験の結論 

①アカモク湿重量 

 3 月のアカモク湿重量は，投影面積当たりで1,217g/m2，投影面積当たりで152g/m2であり，投影面積当たりでは目

標水準750g/m2を上回った。 

②葉上生物 

アカモクに蝟集する多様な葉上生物（ヨコエビ等）が多数確認された。 

  

                                                                 

○実証試験についての技術実証委員会の見解 

 アカモクの生長については，投影面積当たりの湿重量では目標水準を上回り，アカモク全長についても天然藻

場の全長平均値を上回った。 

 施設の設置間隔の調整により占有面積当たりの湿重量について改善の余地があると考えられる。       

 最終的に，最大生長量の目標水準に達しなかったのは，ケウルシグサの発生など当初想定外のアカモク生長阻

害要因によるものであり，3 月時点での生長を勘案すれば，アカモク藻場不毛の地域での藻場創出という初期

の目的は果たしたと解釈できる。 

 また，実証試験終了時の設置施設においては，7 月の時点でアカモクの再生産が確認された。当該施設により

持続性あるアカモク藻場の創出が可能であることを示唆すると解釈できる。 

 創出されたアカモク藻場に蝟集する葉上生物の出現は，生物生息環境の改善に繋がり，新たな生態系の創出に

寄与するものとして評価できる。 

 

 ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗ 

（注）占有面積及び投影面積による評価について 

占有面積による評価は，海面を覆っている藻場面積

を想定し，キャノピー形成による密度効果を反映した

考え方で，隣接する生育区域との空間境界線をもって

評価した。（密度効果とは，一般的には，個体群密度の

上昇によって個体や個体群の増加にブレーキをかける

仕組みが存在するという考え方。） 

これに対し，投影面積は，単に 1ｍ×1ｍの方形枠

（コドラート）内の試料を採取しようとする，いわゆ

る「坪刈り」の考え方である。 
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